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は
じ
め
に

㈠
　
現
代
中
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
概
況
と
課
題

　

宗
教
は
現
代
中
国
に
お
い
て
政
治
的
に
最
も
敏
感
な
問
題
の
一
つ

で
あ
〉
1
〈
る
。
文
化
大
革
命
の
終
結
、
そ
し
て
改
革
・
開
放
政
策
の
開
始

か
ら
四
〇
年
近
く
が
経
っ
た
現
在
、
急
速
に
拡
大
し
て
い
る
キ
リ
ス

ト
教
（
本
稿
で
は
中
国
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
基
督
教
」、
す
な
わ

ち
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
を
指
〉
2
〈

す
）
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、

特
に
政
府
に
非
登
録
の
「
家
庭
教
会
」
の
拡
大
が
、
中
国
政
府
に

と
っ
て
解
決
困
難
な
課
題
と
な
っ
て
い
〉
3
〈

る
。

　

文
化
大
革
命
の
期
間
、
す
べ
て
の
宗
教
活
動
が
停
止
に
追
い
込
ま

れ
た
が
、
改
革
・
開
放
政
策
以
降
、
政
府
公
認
の
「
中
国
基
督
教
三

自
愛
国
運
動
委
員
会
」
に
所
属
す
る
教
会
（
以
下
、「
三
自
教
〉
4
〈

会
」）

が
活
動
を
再
開
さ
せ
た
。
三
自
教
会
は
政
府
の
統
制
・
監
視
下
に
あ

り
な
が
ら
も
着
実
に
教
勢
を
伸
ば
し
、
中
国
社
会
科
学
院
の
調
査
結

果
に
よ
れ
ば
二
〇
一
〇
年
に
は
そ
の
信
徒
数
が
二
三
〇
五
万
人
、
牧

師
を
含
む
伝
道
者
が
三
万
七
千
人
、
教
会
数
が
二
万
五
千
カ
所
、
教

会
以
外
の
集
会
所
が
三
万
カ
所
と
な
っ
て
い
〉
5
〈
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上

に
増
加
し
た
の
が
「
家
庭
教
会
」
と
呼
ば
れ
る
教
会
群
で
あ
る
。
こ

れ
は
「
地
下
教
会
」「
非
公
認
教
会
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
三
自
教
会
に
所
属
し
な
い
教
会
群
を
指
す
総
称
で
あ
〉
6
〈

る
。
二
〇

一
一
年
の
ピ
ュ
ー
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
（
ア
メ
リ
カ
の
研
究
機

関
）
の
発
表
統
計
で
は
、
中
国
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
全
体
の
信
徒
数

が
約
五
八
〇
〇
万
人
と
推
計
さ
れ
て
い
る
〉
7
〈

が
、
同
セ
ン
タ
ー
と
中
国

社
会
科
学
院
の
統
計
か
ら
推
計
す
る
な
ら
ば
、
家
庭
教
会
の
信
徒
総
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数
は
約
三
五
〇
〇
万
人
と
な
り
、三
自
教
会
の
信
徒
数
を
遥
か
に
凌

い
で
い
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
、
大
半
の
家
庭
教
会
は
農
村
に
分

布
し
て
お
り
、「
三
多
」（
老
人
多
、
婦
女
多
、
文
盲
多
）
と
形
容
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
政
府
公
認
の
三
自
教
会
が
公
共
空
間
に
お
い
て
合

法
的
に
活
動
で
き
る
の
に
対
し
、
従
来
の
家
庭
教
会
は
非
合
法
組
織

で
あ
る
た
め
秘
密
裏
に
活
動
す
る
存
在
だ
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
以

降
に
な
る
と
急
速
な
都
市
化
に
伴
う
人
口
流
動
も
あ
り
、
知
識
人
層

や
若
者
層
な
ど
の
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
を
中
心
と
す
る
都
市
型
の
新

興
家
庭
教
会
が
登
場
し
始
め
〉
8
〈

た
。
こ
う
し
た
都
市
型
新
興
家
庭
教
会

の
中
に
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
た
り
オ
フ
ィ
ス
・

ビ
ル
を
借
り
た
り
し
て
公
共
空
間
で
活
動
を
行
う
教
会
が
出
現
し
始

め
た
。
こ
う
し
た
動
き
は
家
庭
教
会
の
「
公
開
化
」
と
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
公
開
化
路
線
を
歩
む
家
庭
教
会
の
中
で
急
成
長
し
注

目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
北
京
の
「
守
望
教
会
」
だ
っ
た
。

同
教
会
は
三
自
教
会
へ
の
加
入
を
拒
み
続
け
る
一
方
〉
9
〈
で
、
社
会
団
体

と
し
て
独
自
に
合
法
的
登
記
を
す
る
道
を
模
索
し
た
〉
10
〈

が
、
こ
の
路
線

は
政
府
当
局
と
の
交
渉
の
中
で
や
が
て
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
、
当
局

の
同
教
会
に
対
す
る
圧
力
が
増
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
二
〇
一
一
年

四
月
、
礼
拝
を
す
る
場
所
を
失
っ
た
同
教
会
が
屋
外
礼
拝
を
強
行
し

た
際
、
当
局
に
よ
っ
て
教
会
の
指
導
者
が
自
宅
軟
禁
状
態
に
さ
れ
、

屋
外
礼
拝
に
集
ま
っ
た
信
徒
一
六
九
人
が
一
時
拘
束
さ
れ
る
事
件
が

起
こ
っ
た
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
、
Ｃ
Ｎ
Ｎ
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
メ
デ
ィ
ア
、

ま
た
『
明
報
』『
蘋
果
日
報
』
な
ど
の
香
港
メ
デ
ィ
ア
が
こ
の
事
件

を
大
き
く
報
じ
た
こ
と
に
よ
り
、「
守
望
教
会
事
件
」
と
し
て
世
界

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
〉
11
〈

た
。

　

事
件
直
後
、
守
望
教
会
を
支
持
す
る
他
の
家
庭
教
会
の
指
導
者
た

ち
約
二
〇
人
が
連
名
で
「
我
ら
信
仰
の
ゆ
え
に
│
│
政
教
衝
突
に
関

し
て
全
国
人
民
代
表
大
会
に
送
る
市
民
に
よ
る
請
願
〉
12
〈

書
」
を
発
表
し

た
。
同
請
願
書
は
中
国
の
憲
法
条
文
や
世
界
人
権
宣
言
な
ど
を
参
照

し
な
が
ら
「
宗
教
信
仰
の
自
由
」
を
訴
え
る
内
容
だ
っ
た
が
、
特
に

着
目
す
べ
き
は
、
起
草
者
た
ち
が
「
我
ら
信
仰
の
ゆ
え
に
」
と
い
う

題
を
つ
け
た
点
だ
。
と
い
う
の
も
「
我
ら
信
仰
の
ゆ
え
に
」
は
、
家

庭
教
会
の
精
神
的
支
柱
と
も
い
え
る
王ワ
ン
・
ミ
ン
タ
オ

明
道
（
一
九
〇
〇

－

一
九

九
一
）
が
、
三
自
教
会
に
加
わ
る
こ
と
を
断
固
と
し
て
拒
否
し
て
い

た
五
五
年
に
書
い
た
一
文
の
タ
イ
ト
ル
そ
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
。

㈡
　
王
明
道
と
は
誰
か
？

　

王
明
道
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
界
で
も
学
術
界
で
も
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
が
、
中
国
語
圏
の
キ
リ
ス
ト
教
界
で
は
「
巨
〉
13
〈
人
」
あ
る

い
は
「
聖
〉
14
〈

人
」
と
形
容
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
学
術
研

究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

王
明
道
は
一
九
〇
〇
年
に
、
北
京
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
両
親
の

家
庭
に
生
ま
れ
、
ロ
ン
ド
ン
伝
道
会
系
の
学
校
で
学
ん
で
い
る
時
に

洗
礼
を
受
け
た
。
し
ば
ら
く
教
師
を
し
た
後
、
二
〇
歳
の
時
に
伝
道

者
と
な
る
決
心
を
し
、
独
学
で
聖
書
を
研
究
し
、
二
四
歳
の
時
に
自
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宅
で
聖
書
研
究
会
を
始
め
、
後
に
そ
の
集
会
を
「
基
督
徒
会
堂
」
と

命
名
し
た
。
同
教
会
は
い
ず
れ
の
教
派
に
も
属
さ
な
い
独
立
教
会

だ
っ
た
が
、
彼
が
三
〇
年
間
発
行
し
続
け
た
個
人
雑
誌
『
霊
食
季

刊
』
は
全
国
的
に
広
く
読
ま
れ
、
彼
は
各
地
の
諸
教
派
の
教
会
に
頻

繁
に
招
か
れ
る
ほ
ど
評
判
が
高
か
っ
た
。

　

太
平
洋
戦
争
中
、
日
本
当
局
が
占
領
下
の
中
国
教
会
に
欧
米
教
会

と
の
関
係
断
絶
と
教
会
合
同
を
促
し
、
華
北
地
域
で
は
「
華
北
中
華

基
督
教
〉
15
〈

団
」
が
設
立
さ
れ
、
北
京
の
ほ
ぼ
全
教
会
が
同
教
団
に
加
盟

し
た
。
し
か
し
王
明
道
は
基
督
徒
会
堂
が
も
と
よ
り
欧
米
教
会
と
は

関
係
を
持
た
な
い
自
立
し
た
独
立
教
会
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
同
教
団

と
は
信
仰
が
異
な
る
た
め
合
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
理
由

に
、
教
団
加
盟
を
断
固
と
し
て
拒
否
し
続
け
〉
16
〈

た
。

　

王
明
道
の
こ
う
し
た
決
し
て
妥
協
し
な
い
立
場
は
四
九
年
以
降
も

変
わ
る
こ
と
な
く
、
中
国
共
産
党
政
府
の
肝
い
り
で
設
立
さ
れ
た
三

自
教
会
へ
の
加
盟
に

も
抵
抗
し
続
け
た
。

そ
の
結
果
、
五
五
年

と
五
八
年
に
二
度
逮

捕
さ
れ
、
六
一
年
に

は
「
反
革
命
罪
」
の

罪
名
で
無
期
懲
役
を

言
い
渡
さ
れ
た
。
彼

は
文
化
大
革
命
を
跨

ぐ
約
二
〇
年
間
、
投
獄
さ
れ
、
八
〇
年
に
釈
放
さ
れ
た
。
し
か
し
そ

の
後
も
名
誉
回
復
は
さ
れ
ず
、
反
革
命
罪
の
汚
名
を
背
負
っ
た
ま
ま

九
一
年
に
世
を
去
っ
〉
17
〈

た
。
王
明
道
の
反
革
命
罪
案
件
は
倪
柝
聲

（
ウ
ォ
ッ
チ
マ
ン
・
ニ
〉
18
〈

ー
）
と
龔
品
〉
19
〈

梅
の
案
件
と
並
ぶ
「
三
大
反
革

命
集
団
案
件
」
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
彼
は
中
国
の
政
治
と
宗

教
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
中
で
最
も
タ
ブ
ー
な
人
物
の
一
人
な
の
だ
。

　

本
稿
で
は
、
反
革
命
罪
に
問
わ
れ
た
王
明
道
と
い
う
一
人
の
キ
リ

ス
ト
教
伝
道
者
の
抵
抗
・
挫
折
・
再
起
を
概
観
し
、
王
明
道
の
名
誉

回
復
を
め
ぐ
る
問
題
が
今
日
の
中
国
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
政
教
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
得
る
も
の
な
の
か
を
考
察
す
る
。

一
　
中
国
共
産
党
政
権
下
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

㈠
　
建
国
初
期
の
宗
教
政
策

　

中
国
共
産
党
は
無
神
論
を
掲
げ
な
が
ら
も
、
建
国
初
期
に
は
政
権

基
盤
を
固
め
る
た
め
に
広
範
な
支
持
を
集
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
当
初
は
比
較
的
寛
容
な
宗
教
政
策
を
と
り
、
臨
時
憲
法
の

「
共
同
綱
領
」
に
は
「
宗
教
信
仰
の
自
由
」
を
謳
っ
て
い
た
。
周
恩
来

は
五
〇
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た
全
国
統
一
戦
線
会
議
で
、「
我
々
は

宗
教
界
民
主
人
士
に
対
し
て
、
彼
ら
が
民
主
人
士
で
あ
る
と
い
う
身

分
を
も
っ
て
し
て
彼
ら
と
協
力
す
る
。
…
…
我
々
の
政
策
は
、
宗
教
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信
仰
の
自
由
を
保
障

す
る
こ
と
で
あ
〉
20
〈

る
」

と
ま
で
述
べ
て
い

た
。
し
か
し
そ
の
一

方
で
、
中
国
共
産
党

は
キ
リ
ス
ト
教
が

「
長
期
に
わ
た
り
帝

国
主
義
の
我
が
国
に

対
す
る
文
化
侵
略
の

道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
」
と
認
識
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教

の
「
発
展
を
助
け
る
こ
と
は
せ
ず
」、
む
し
ろ
「
唯
物
主
義
と
科
学

知
識
の
宣
伝
を
広
範
に
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
り
、
徐
々
に
宗
教
の
市

場
を
縮
小
さ
せ
」、
さ
ら
に
は
「
愛
国
主
義
の
宣
伝
」
に
よ
り
「
徐
々

に
教
会
を
帝
国
主
義
の
影
響
と
経
済
関
係
か
ら
脱
却
さ
せ
」、
教
会

を
中
国
人
の
「
自
治
、
自
養
、
自
伝
」
の
宗
教
事
業
に
変
え
る
方
針

を
明
確
に
し
て
い
〉
21
〈
た
。

　

中
国
共
産
党
が
白
羽
の
矢
を
立
て
た
キ
リ
ス
ト
教
内
の
愛
国
分
子

が
、
中
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
呉
耀
〉
22
〈

宗
だ
っ
た
。
呉
耀
宗
は
日
中
戦
争
期
の

抗
日
運
動
の
中
で
中
国
共
産
党
と
接
触
が
あ
り
、
ま
た
社
会
主
義
に

も
共
感
す
る
考
え
を
も
っ
て
い
た
た
め
、
四
九
年
九
月
の
中
国
人
民

政
治
協
商
会
議
に
は
キ
リ
ス
ト
教
界
代
表
五
人
の
内
の
一
人
と
し
て

招
か
れ
て
い
た
。
五
〇
年
五
月
、
呉
耀
宗
は
周
恩
来
と
四
度
に
わ
た

り
会
談
し
、
新
中
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
将
来
に
つ
い
て
協
議

し
た
。
そ
の
際
、
周
恩
来
は
、
中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
が
「
共
同
綱

領
」
の
基
盤
の
上
に
中
国
共
産
党
と
政
治
的
に
「
協
力
」「
共
存
」

「
相
互
尊
重
」
し
、「
帝
国
主
義
と
断
絶
」
し
、「
反
帝
愛
国
運
動
」

に
参
与
す
る
こ
と
を
再
三
強
調
し
〉
23
〈

た
。

　

呉
耀
宗
は
会
談
の
内
容
を
反
映
し
た
宣
言
文
を
起
草
し
、
八
回
の

修
正
を
経
て
、
五
〇
年
七
月
に
キ
リ
ス
ト
教
各
界
指
導
者
四
〇
人
の

連
名
で
、
共
同
綱
領
の
支
持
、
帝
国
主
義
と
の
断
絶
、
自
治
・
自

養
・
自
伝
（
三
自
）
を
盛
り
込
ん
だ
「
革
新
宣
言
」
を
発
表
し
〉
24
〈

た
。

同
年
九
月
に
は
『
人
民
日
報
』
に
「
キ
リ
ス
ト
教
人
士
の
愛
国
運

動
」
と
い
う
社
説
と
と
も
に
同
宣
言
全
文
と
一
五
二
七
人
の
署
名
者

の
名
前
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
後
同
宣
言
へ
の
支
持
を
呼
び
か
け
る
署

名
運
動
が
全
国
的
に
展
開
さ
れ
た
。
同
宣
言
で
は
「
三
自
」
が
強
調

さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
同
宣
言
は
「
三
自
宣
言
」
と
も
呼
ば
れ
、
同

宣
言
へ
の
支
持
を
呼
び
か
け
る
一
連
の
運
動
は
「
三
自
革
新
運
動
」

と
呼
ば
れ
た
。
五
〇
年
代
前
半
は
土
地
改
革
、
反
革
命
鎮
圧
運
動
、

三
反
五
反
運
動
が
展
開
さ
れ
た
時
期
だ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
一
連
の

政
治
運
動
の
余
波
を
受
け
て
キ
リ
ス
ト
教
内
で
展
開
さ
れ
た
の
が
三

自
革
新
運
動
だ
っ
た
と
い
え
る
。

㈡
　
控
訴
大
会
か
ら 

中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会
設
立
へ

　

三
自
革
新
運
動
に
特
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
五
〇
年
六
月
に
勃
発

し
た
朝
鮮
戦
争
だ
っ
た
。
反
米
国
・
反
帝
国
主
義
が
広
が
り
、
米
中
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対
立
が
深
ま
る
に
つ
れ
、
中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
界
は
ア
メ
リ
カ
を
は

じ
め
と
す
る
欧
米
諸
国
の
キ
リ
ス
ト
教
団
体
と
の
関
係
断
絶
を
迫
ら

れ
た
。
同
年
一
二
月
末
、
政
務
院
は
中
国
の
文
化
団
体
・
宗
教
団
体

が
ア
メ
リ
カ
や
諸
外
国
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
る
の
を
禁
止
す
る
決

定
を
下
し
〉
25
〈

た
。
翌
年
五
一
年
三
月
、
中
国
共
産
党
中
央
委
員
会
は
、

中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
界
が
外
国
人
と
完
全
に
分
離
し
、
指
導
者
層
が

自
治
・
自
養
・
自
伝
を
推
進
す
る
よ
う
に
圧
力
を
か
け
る
指
示
を
出

す
〉
26
〈

と
、
同
年
四
月
、
政
務
院
は
全
国
の
三
六
の
教
派
、
二
六
の
団
体

か
ら
代
表
一
五
四
人
を
北
京
に
召
集
し
、「
ア
メ
リ
カ
の
資
金
援
助

を
受
け
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
団
体
の
処
理
に
関
す
る
会
議
」（
通
称

「
北
京
会
議
」）
を
開
催
し
た
。
同
会
議
で
は
帝
国
主
義
と
の
断
絶
を

柱
と
す
る
三
自
革
新
運
動
を
組
織
的
に
展
開
す
る
た
め
に
、
呉
耀
宗

を
主
席
と
す
る
「
中
国
基
督
教
抗
美
援
朝
三
自
革
新
運
動
委
員
会
準

備
委
員
会
」（
以
下
、「
三
自
革
新
準
備
委
員
会
」）
の
設
立
が
決
定

さ
〉
27
〈

れ
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
団
体
と
の
関
係
断
絶
を
宣
言
す
る

「
中
国
基
督
教
各
教
会
各
団
体
代
表
連
合
宣
言
」
が
可
決
さ
れ
〉
28
〈

た
。

さ
ら
に
同
会
議
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
内
部
の
帝
国
主
義
分
子
を
批
判

す
る
「
控
訴
大
会
」
が
実
施
さ
れ
、
各
代
表
が
中
国
キ
リ
ス
ト
教
内

の
同
僚
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
に
対
す
る
激
し
い
批
判
を
展

開
し
た
。

　

そ
の
後
「
打
掃
房
間
」（
大
掃
除
）
と
形
容
さ
れ
た
控
訴
運
動

は
、
三
自
革
新
準
備
委
員
会
の
主
導
に
よ
り
上
海
や
南
京
を
は
じ
め

全
国
各
地
に
拡
大
し
、
キ
リ
ス
ト
教
内
部
の
抵
抗
勢
力
を
排
除
し
、

革
新
宣
言
へ
の
同
意
・
署
名
を
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
。
同
宣
言
発
表

当
初
、
一
五
二
七
人
し
か
い
な
か
っ
た
署
名
者
は
、
朝
鮮
戦
争
勃
発

後
の
五
〇
年
末
に
は
八
万
人
、
北
京
会
議
が
開
催
さ
れ
た
五
一
年
四

月
に
は
一
八
万
人
、
控
訴
運
動
を
経
た
後
の
五
三
年
末
に
は
四
〇
万

人
に
急
増
し
、
キ
リ
ス
ト
教
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
信
徒
総
数
の
約

三
分
の
二
を
占
め
る
ま
で
に
な
っ
〉
29
〈

た
。

　

各
地
で
の
革
新
運
動
の
拡
大
を
背
景
に
、
五
四
年
七
月
二
二
日
か

ら
八
月
六
日
に
か
け
て
「
第
一
回
中
国
基
督
教
全
国
会
議
」
が
北
京

で
開
催
さ
れ
、
全
国
各
地
の
六
二
の
教
派
・
団
体
か
ら
代
表
二
三
二

人
が
集
ま
っ
〉
30
〈
た
。
呉
耀
宗
は
同
会
議
に
お
い
て
、
過
去
四
年
間
の
革

新
運
動
を
通
し
て
中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
が
帝
国
主
義
か
ら
基
本
的
に

は
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
、
反
帝
国
主
義
と
愛
国
主
義
の
意
識
を
高

め
る
こ
と
が
で
き
た
と
総
括
し
〉
31
〈
た
。
同
会
議
で
は
、「
革
新
」
と
い
う

二
文
字
が
信
仰
に
干
渉
し
た
り
宗
教
そ
の
も
の
を
変
革
し
た
り
す
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
誤
解
を
あ
た
え
る
た
め
そ
れ
を
削
除
し
、
む

し
ろ
反
帝
愛
国
を
強
調
す
る
た
め
に
、「
中
国
基
督
教
抗
美
援
朝
三

自
革
新
運
動
委
員
会
準
備
委
員
会
」
を
「
中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運

動
委
員
会
」
と
改
称
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
中
国
の

キ
リ
ス
ト
教
界
を
一
元
的
に
統
括
す
る
政
治
指
導
組
織
が
正
式
に
発

足
し
〉
32
〈

た
。
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二
　
王
明
道
の
抵
抗
と
挫
折

㈠
　
基
要
派
と
現
代
派

　

共
産
党
政
権
成
立
後
も
王
明
道
は
「
基
督
徒
会
堂
」
の
活
動
を
通

常
通
り
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
彼
の
個
人
誌
『
霊
食
季
刊
』
も
滞

り
な
く
発
行
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
五
〇
年
七
月
に
革
新

宣
言
が
出
さ
れ
、
多
く
の
教
会
が
相
次
い
で
こ
れ
を
支
持
し
て
い
く

中
で
、
王
明
道
は
こ
う
し
た
動
き
に
距
離
を
と
る
姿
勢
を
貫
い
た
。

　

革
新
宣
言
と
そ
の
支
持
者
名
が
『
人
民
日
報
』
に
掲
載
さ
れ
た

後
、
王
明
道
は
日
記
に
「
こ
れ
は
多
く
の
無
知
な
信
徒
の
眼
に
は
キ

リ
ス
ト
の
栄
光
と
導
き
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
〉
33
〈

い
」
と

同
宣
言
に
対
す
る
批
判
的
見
解
を
書
い
て
い
る
。
ま
た
教
会
の
礼
拝

後
の
報
告
の
中
で
も
同
宣
言
に
触
れ
て
、「
聖
徒
は
不
信
者
と
混

じ
っ
て
は
な
ら
な
〉
34
〈

い
」
と
教
会
員
に
警
告
し
て
い
た
。
基
督
徒
会
堂

は
三
自
革
新
運
動
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
た
め
、
全
国
各
地
の
教
会
が

控
訴
運
動
に
よ
り
激
し
い
内
部
闘
争
を
繰
り
広
げ
た
際
に
も
そ
の
影

響
を
ま
っ
た
く
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
〉
35
〈

た
。

　

王
明
道
が
三
自
革
新
運
動
以
来
、
一
貫
し
て
三
自
教
会
を
支
持
し

な
か
っ
た
理
由
は
主
に
二
つ
あ
る
。
第
一
の
理
由
は
、
革
新
宣
言
は

ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
組
織
と
関
係
が
あ

る
教
会
・
団
体
が
そ
の
関
係
を
断
絶
し
、
自
治
・
自
養
・
自
伝
を
確

立
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
基
督
徒
会

堂
は
も
と
よ
り
独
立
し
た
自
立
型
教
会
で
あ
り
、
あ
え
て
同
宣
言
に

署
名
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
〉
36
〈

る
。
王
明
道
は
五

一
年
四
月
に
「
北
京
会
議
」（
前
述
）
の
開
催
通
知
を
受
け
取
っ
た

際
、
彼
が
責
任
を
負
っ
て
い
る
基
督
徒
会
堂
は
こ
れ
ま
で
外
国
か
ら

の
資
金
援
助
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
た
め
同
会
議
に
出
席
し
な
い
旨

を
当
局
に
対
し
て
返
答
し
て
い
〉
37
〈

た
。

　

ま
た
そ
れ
以
上
に
重
要
な
第
二
の
理
由
は
、
王
明
道
は
呉
耀
宗
を

は
じ
め
と
す
る
三
自
教
会
の
指
導
者
た
ち
が
聖
書
を
正
し
く
信
じ
て

い
な
い
「
不
信
派
」（
不
信
者
）
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
王
明
道
は
聖
書
を
字
義
的
に
解
釈
し
、
聖
書
の
基
本
要
理
に

立
つ
極
め
て
保
守
的
な
「
基
要
派
」（fundam

entalit

）
の
立
場
だ
っ

た
の
に
対
し
、
彼
か
ら
す
る
と
呉
耀
宗
は
聖
書
の
中
の
救
い
や
奇
跡

を
信
じ
ず
、
聖
書
を
批
判
的
に
解
釈
す
る
「
現
代
派
」（m

odernist

）

と
映
っ
て
い
〉
38
〈

た
。
こ
う
し
た
「
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
―
モ
ダ
ニ

ス
ト
論
争
」
は
、
聖
書
を
学
問
的
・
批
判
的
に
研
究
す
る
「
高
等
批

評
学
」（higher criticism

）
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
特
に
二
〇
世
紀
初

頭
の
ア
メ
リ
カ
で
起
き
た
論
争
だ
っ
た
が
、
中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
界

に
お
い
て
も
同
様
の
論
争
が
飛
び
火
し
て
い
た
の
だ
っ
〉
39
〈

た
。
こ
の
論

争
は
王
明
道
が
三
自
教
会
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
背
景
と
し
て
重
要
な

も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
彼
自
身
の
見
解
を
、
少
し

長
く
な
る
が
以
下
に
引
用
す
る
。

　
　

こ
こ
三
〇
年
来
、
中
国
の
教
会
に
は
世
界
の
教
会
と
同
様
に
、

信
仰
面
で
の
衝
突
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
衝
突
は
「
基
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要
派
」（fundam

entalist

）
と
「
現
代
派
」（m

odernist

）
の

間
で
起
こ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
基
要
派
」
は
信
仰
の
基

本
的
な
要
道
に
立
ち
、
聖
書
は
神
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
も
の

と
信
じ
、
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト

が
処
女
よ
り
生
ま
れ
、
こ
の
地
上
で
伝
道
し
て
い
た
時
に
多
く

の
神
的
奇
跡
を
行
い
、
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
で
人
類
の
た
め
に
命
を

捨
て
血
を
流
し
、
救
済
の
大
き
な
御
業
を
成
就
し
、
死
後
三
日

目
に
そ
の
体
は
復
活
し
墓
か
ら
出
て
、
四
〇
日
後
に
天
に
昇

り
、
神
の
右
の
座
に
座
し
、
将
来
こ
の
地
上
に
再
臨
し
、
彼
の

弟
子
を
迎
え
、
彼
ら
を
復
活
さ
せ
て
霊
的
で
死
ぬ
こ
と
の
な
い

体
を
与
え
、
彼
〔
キ
リ
ス
ト
〕
が
復
活
し
た
後
の
栄
光
の
体
と

似
た
も
の
と
し
、
そ
し
て
地
上
に
審
判
を
下
し
、
最
後
に
は
天

の
国
を
建
て
て
く
だ
さ
る
、
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
、「
現

代
派
」
は
こ
れ
ら
の
要
道
を
信
じ
て
い
な
い
の
だ
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
信
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を

自
分
た
ち
で
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
曖
昧
で
不
明
確
か
つ
似
非
的

解
釈
で
こ
れ
ら
の
要
道
を
講
解
し
よ
う
と
す
る
。
彼
ら
は
、
自

分
た
ち
は
こ
れ
ら
の
要
道
を
信
じ
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
信

じ
て
い
る
の
だ
が
、
自
分
た
ち
の
解
釈
は
「
基
要
派
」
の
解
釈

と
異
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
言
〉
40
〈

う
。

　

ま
た
、
王
明
道
は
呉
耀
宗
の
著
書
『
黒
暗
與
光
明
』（
一
九
四
九

年
出
版
）
を
読
ん
だ
際
、「
こ
の
種
の
無
信
仰
の
人
物
が
教
会
指
導

者
と
呼
ば
れ
る
と
は
、
嘆
か
わ
し
い
、
嘆
か
わ
し
〉
41
〈

い
」
と
日
記
に

綴
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
王
明
道
は
、
呉
耀
宗
を
は
じ
め
と
す
る
現
代

派
は
「
聖
書
の
解
釈
が
異
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
程
度
の
差
異
の
範

囲
を
越
え
て
お
り
、
そ
も
そ
も
聖
書
を
信
じ
て
い
な
い
無
信
仰
の

「
不
信
派
」
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
の
〉
42
〈

だ
。

　

王
明
道
の
こ
う
し
た
信
仰
的
姿
勢
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
圧
力
の
中
で

動
揺
し
て
い
た
他
の
教
会
指
導
者
た
ち
の
信
頼
を
集
め
、
彼
は
三
自

教
会
を
支
持
し
な
い
人
々
の
精
神
的
支
柱
と
な
っ
〉
43
〈

た
。

㈡
　
王
明
道
の
三
自
教
会
批
判

　

五
四
年
一
二
月
、
王
明
道
は
『
霊
食
季
刊
』
に
「
人
に
従
う
の

か
？　

神
に
従
う
の
か
？
」「
真
理
か
？　

毒
素
か
？
」
と
題
す
る

文
章
を
掲
載
し
、
呉
耀
宗
を
中
心
と
す
る
三
自
教
会
に
対
し
て
激
し

い
批
判
を
展
開
し
た
。
王
明
道
は
呉
耀
宗
た
ち
を
指
し
て
「
不
幸
な

こ
と
に
、
最
近
こ
こ
数
年
、
サ
タ
ン
〔
悪
魔
〕
が
教
会
の
中
に
紛
れ

込
ん
で
き
た
偽
信
徒
た
ち
を
利
用
し
て
い
る
。
…
…
彼
ら
は
信
仰
に

よ
っ
て
受
け
入
れ
る
べ
き
聖
書
の
中
の
す
べ
て
の
真
理
を
曲
解
し
て

い
る
。
…
…
彼
ら
は
神
の
聖
な
る
言
葉
を
破
壊
し
、
多
く
の
人
の
信

仰
を
破
壊
し
て
い
る
。
彼
ら
は
偽
信
徒
で
あ
り
、
偽
預
言
者
で
あ

り
、
教
会
を
害
し
て
い
〉
44
〈

る
」
と
三
自
教
会
の
指
導
者
た
ち
を
痛
烈
に

批
判
し
て
い
る
。
ま
た
三
自
教
会
が
「
教
会
は
「
帝
国
主
義
思
想
の

毒
素
」
を
取
り
除
い
て
欧
米
の
教
会
と
断
絶
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主

張
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
王
明
道
は
「
そ
れ
は
「
帝
国
主
義
思
想

の
毒
素
」
な
ど
で
は
な
く
、「
聖
書
の
中
の
真
理
」
で
あ
る
。
…
…
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自
分
は
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
神
の
僕
で
あ
る
と
自
称
し
な
が
ら
、

「
聖
書
の
中
の
真
理
」
を
「
帝
国
主
義
思
想
の
毒
素
」
で
あ
る
と
称

す
る
よ
う
な
類
の
人
が
、
一
体
い
か
な
る
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
の
か

本
当
に
分
か
ら
な
い
。
一
体
「
ど
の
神
」
の
僕
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
〉
45
〈

か
」
と
、
同
運
動
の
指
導
者
が
聖
書
の
真
理
を
擁
護
し
て
い
な
い

こ
と
に
対
し
て
激
し
い
怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文

章
は
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
三
自
教
会
に
一
度
は
加
盟
し
た
教
会
が

相
次
い
で
脱
会
す
る
動
き
が
全
国
的
に
見
ら
れ
た
ほ
ど
だ
っ
〉
46
〈

た
。

　

こ
う
し
た
王
明
道
の
主
張
に
対
し
て
三
自
教
会
も
機
関
誌
『
天

風
』
に
反
論
を
掲
載
し
、「
キ
リ
ス
ト
者
が
反
帝
愛
国
運
動
に
参
加

す
る
の
を
拒
絶
す
る
聖
書
的
根
拠
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ
帝
国
主
義
思

想
の
毒
素
か
ら
出
て
い
る
も
の
〉
47
〈

だ
」
と
王
明
道
を
攻
撃
し
、
丁

光
〉
48
〈
訓
、
崔
憲
〉
49
〈
祥
、
汪
維
〉
50
〈
藩
な
ど
が
相
次
い
で
「
キ
リ
ス
ト
教
は
反
帝

愛
国
と
い
う
点
に
お
い
て
団
結
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
〉
51
〈

た
。
し

か
し
王
明
道
は
な
お
も
三
自
教
会
批
判
の
ト
ー
ン
を
緩
め
る
こ
と
な

く
、
五
五
年
六
月
、
後
に
「
反
三
自
運
動
の
古
〉
52
〈

典
」
と
い
わ
れ
る
ほ

ど
有
名
に
な
っ
た
「
我
們
是
為
了
信
仰
」（
我
ら
信
仰
の
ゆ
え
に
）

を
『
霊
食
季
刊
』
に
掲
載
し
た
。
王
明
道
は
こ
の
中
で
三
自
教
会
の

指
導
者
の
主
張
の
一
つ
ひ
と
つ
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
に
対
し
て

徹
底
的
な
批
判
を
加
え
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
締
め
く

く
っ
て
い
る
。

　
　

我
々
の
信
仰
上
の
立
場
は
、
聖
書
の
中
に
あ
る
真
理
で
あ
れ
ば

す
べ
て
受
け
入
れ
て
守
る
が
、
聖
書
の
中
に
な
い
事
柄
は
完
全

に
拒
絶
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
神
に
対
し
て
忠

実
で
あ
る
た
め
な
ら
ば
、
我
々
は
い
か
な
る
代
価
を
払
う
こ
と

も
、
ま
た
い
か
な
る
犠
牲
を
払
う
こ
と
も
厭
わ
な
い
。
い
か
な

る
歪
曲
も
事
実
無
根
の
で
っ
ち
上
げ
も
、
我
々
を
脅
か
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
人
の
口
は
人
の
頭
に
あ
り
、
言
お
う
と
思
え
ば

〔
事
実
で
は
な
い
こ
と
も
〕
何
で
も
言
え
て
し
ま
う
が
、
し
か

し
事
実
は
永
遠
に
事
実
で
あ
り
、
神
が
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
見

て
お
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
神
に
属
す
る
人
も
ま
た
そ
れ
を

は
っ
き
り
と
見
て
い
る
。
他
の
人
が
ど
ん
な
に
〔
事
実
を
〕
歪

曲
し
、
ど
ん
な
に
〔
我
々
に
関
し
て
〕
あ
り
も
し
な
い
で
っ
ち

上
げ
を
言
お
う
と
も
、
我
ら
信
仰
の
ゆ
え
に
〔
事
実
を
歪
曲
す

る
こ
と
は
で
き
な
〉
53
〈

い
〕！

　

王
明
道
は
「
我
ら
信
仰
の
ゆ
え
に
」
を
執
筆
し
た
後
、
基
督
徒
会

堂
の
学
習
会
や
説
教
で
し
ば
し
ば
そ
れ
に
つ
い
て
触
れ
、
さ
ら
に
は

同
文
を
単
行
本
と
し
て
五
千
冊
出
版
し
て
教
会
員
に
配
布
す
る
な
ど

し
、「
偽
預
言
者
」
を
警
戒
す
る
よ
う
に
と
繰
り
返
し
警
告
し
〉
54
〈

た
。

㈢
　
三
自
教
会
と
政
府
当
局
に
よ
る
王
明
道
批
判

　

五
四
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
中
国
基
督
教
第
一
回
全
国
会

議
に
お
い
て
、
呉
耀
宗
は
三
自
革
新
運
動
の
そ
れ
ま
で
の
四
年
間
を

総
括
す
る
報
告
を
お
こ
な
い
、
同
運
動
に
は
拙
速
な
面
が
あ
り
、
一

部
の
人
々
か
ら
十
分
な
理
解
と
支
持
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
こ
う
し
た
欠
点
を
今
後
改
善
し
て
い
く
方
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針
を
打
ち
出
し
〉
55
〈
た
。
同
会
議
の
期
間
、
改
善
方
針
を
受
け
た
三
自
教

会
の
著
名
な
指
導
者
が
相
次
い
で
王
明
道
を
訪
問
し
、
同
会
へ
の
加

盟
を
説
得
し
よ
う
と
し
た
が
、
王
明
道
は
「
彼
ら
と
話
す
こ
と
は
何

も
な
い
」
と
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
さ
え
拒
絶
し
〉
56
〈

た
。

　

政
府
当
局
は
王
明
道
が
「
反
対
派
の
旗
幟
」
と
な
っ
て
お
り
、
彼

の
「
反
動
」
の
影
響
が
拡
大
す
る
こ
と
を
懸
念
し
始
め
て
い
〉
57
〈

た
。
そ

の
た
め
全
国
会
議
の
終
了
後
、
政
府
当
局
は
「
基
督
徒
会
堂
の
上
層

反
動
分
子
〔
王
明
道
〕
は
愛
国
で
な
く
、
団
結
も
せ
ず
、
政
府
に
対

抗
す
る
反
動
政
治
の
顔
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
内
容
の
「
王
明
道

特
別
問
題
に
関
す
る
伝
達
報
告
」
を
全
国
の
関
係
部
局
に
通
達
し
、

王
明
道
を
政
治
的
に
孤
立
さ
せ
る
方
針
を
取
り
始
め
〉
58
〈

た
。
ま
た
五
五

年
二
月
に
北
京
で
開
催
さ
れ
た
「
第
三
次
全
国
宗
教
工
作
会
議
」
に

お
い
て
、
政
府
当
局
は
王
明
道
の
基
督
徒
会
堂
が
単
純
な
一
宗
教
組

織
で
は
な
く
帝
国
主
義
と
国
内
反
動
階
級
と
密
接
な
連
絡
を
も
っ
た

組
織
で
あ
り
、
三
自
愛
国
運
動
の
展
開
を
妨
げ
る
の
み
な
ら
ず
国
家

建
設
事
業
に
お
け
る
躓
き
の
石
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
主
要
な
闘
争

対
象
で
あ
る
、
と
見
な
し
て
い
〉
59
〈

た
。
当
時
、
国
務
院
秘
書
長
兼
国
務

院
機
関
党
組
書
記
だ
っ
た
習
仲
勲
は
、
特
に
王
明
道
の
基
督
徒
会
堂

や
倪
柝
聲
の
聚
会
処
に
対
し
て
反
帝
愛
国
統
一
戦
線
政
策
を
展
開
す

る
よ
う
指
示
し
、「
王
明
道
を
逮
捕
し
、
王
明
道
の
反
動
的
の
さ
ば

り
を
叩
い
て
弱
ら
せ
、
王
明
道
の
各
地
に
対
す
る
影
響
を
縮
小
さ
せ

る
」
と
い
う
方
針
を
固
め
〉
60
〈

た
。

　

政
府
当
局
が
こ
の
よ
う
な
方
針
を
明
確
に
し
た
後
、
王
明
道
が
逮

捕
さ
れ
る
の
は
も
は
や
時
間
の
問
題
だ
っ
た
。
同
年
三
月
か
ら
五
月

に
か
け
て
、
前
述
の
よ
う
に
三
自
教
会
側
の
丁
光
訓
、
崔
憲
祥
、
汪

維
藩
な
ど
が
『
天
風
』
に
お
い
て
相
次
い
で
王
明
道
批
判
を
展
開

し
、
そ
れ
に
対
し
て
同
年
六
月
に
王
明
道
が
「
我
ら
信
仰
の
ゆ
え

に
」
を
『
霊
食
季
刊
』
に
公
表
し
反
駁
す
る
と
、
三
自
教
会
側
は
や

は
り
『
天
風
』
に
お
い
て
王
明
道
批
判
を
激
化
さ
せ
た
。

　

同
年
七
月
一
一
日
付
の
『
天
風
』
の
社
説
「
団
結
を
強
化
し
、
是

と
非
を
明
ら
か
に
す
る
」
は
、
今
や
信
仰
の
違
い
と
い
う
「
小
異
」

で
は
な
く
反
帝
愛
国
と
い
う
「
大
同
」
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
団

結
す
べ
き
時
で
あ
る
が
、
王
明
道
は
「
三
自
愛
国
運
動
を
破
壊
し
て

い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
王
明
道
が
『
霊
食
季
刊
』

に
公
に
発
表
し
て
い
た
「
真
理
か
？　

毒
素
か
？
」
や
「
我
ら
信
仰

の
ゆ
え
に
」
な
ど
を
逐
一
取
り
上
げ
、「
王
明
道
氏
は
人
を
批
判
す

る
こ
と
で
身
を
立
て
て
お
り
、
彼
の
説
教
の
中
に
は
多
く
の
誹
謗
が

あ
り
、
祈
り
は
呪
い
で
満
ち
て
お
り
、
そ
の
文
章
は
す
べ
て
を
破
壊

す
る
も
の
だ
」
と
批
判
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
王
明
道
は
「
中
国

人
民
の
罪
人
で
あ
り
、
教
会
の
罪
人
で
あ
り
、
歴
史
の
罪
人
で
あ

る
！
」
と
弾
劾
し
、
最
後
に
は
彼
の
「
我
ら
信
仰
の
ゆ
え
に
」
と
い

う
言
葉
を
逆
手
に
と
っ
て
、
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

　
　

我
ら
反
帝
愛
国
の
ゆ
え
に
！　

…
…
我
々
は
反
帝
愛
国
の
政
治

原
則
の
ゆ
え
に
王
明
道
氏
と
是
と
非
の
境
界
線
を
明
確
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
愛
国
愛
教
の
キ
リ
ス
ト
者
は
こ

の
闘
争
に
積
極
的
に
加
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
中
国
キ
リ
ス
ト
教
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に
よ
る
三
自
愛
国
運
動
は
正
義
で
あ
り
、
正
確
で
あ
り
、
必
要

で
あ
る
か
ら
に
は
、
い
か
な
る
敵
も
こ
れ
を
破
壊
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
〉
61
〈

！

　

こ
の
時
期
は
中
国
政
治
の
舞
台
で
は
「
胡
風
事
件
」
を
契
機
に
隠

れ
た
反
革
命
分
子
に
対
す
る
徹
底
粛
清
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
期
で
も

あ
り
、三
自
教
会
は
王
明
道
を
「
反
革
命
分
子
」と
断
罪
し
、『
天
風
』

に
お
い
て
波
状
攻
撃
の
よ
う
に
更
な
る
批
判
を
加
え
て
い
っ
〉
62
〈

た
。

㈣
　
王
明
道
の
逮
捕
・
自
己
批
判
・
再
逮
捕

　

五
五
年
八
月
七
日
が
王
明
道
の
基
督
徒
会
堂
に
お
け
る
最
後
の
一

日
と
な
っ
た
。
当
日
午
前
、
王
明
道
は
「
彼
ら
は
こ
の
よ
う
に
し
て

イ
エ
ス
を
陥
れ
た
」
と
題
す
る
説
教
で
、
忠
実
に
神
に
仕
え
る
人
を

陥
れ
る
「
ユ
ダ
の
弟
子
」
を
非
難
す
る
内
容
を
約
八
百
人
の
会
衆
に

対
し
て
語
り
、
ま
た
夜
の
集
会
後
に
は
二
百
人
の
会
衆
に
「
我
ら
信

仰
の
ゆ
え
に
」
の
単
行
本
を
一
冊
ず
つ
配
布
し
〉
63
〈

た
。

　

八
月
八
日
未
明
、
王
明
道
と
そ
の
妻
・
劉
景
文
は
自
宅
に
押
し

入
っ
て
来
た
公
安
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
、
同
時
に
基
督
徒
会
堂
の
他
の

中
心
的
信
徒
や
王
明
道
と
近
い
関
係
に
あ
っ
た
他
の
教
会
の
指
導
者

な
ど
約
二
〇
人
も
一
斉
に
逮
捕
さ
れ
〉
64
〈

た
。
王
明
道
逮
捕
直
後
の
八
月

一
五
日
付
の
『
天
風
』
に
は
「
王
明
道
の
反
動
言
行
を
暴
く
」（
短

評
）、「
著
書
『
五
十
年
来
』
か
ら
見
え
る
王
明
道
は
い
か
な
る
人
物

か
」（
天
風
資
料
室
）、「「
信
仰
」
と
い
う
偽
装
で
人
を
騙
す
こ
と
は

で
き
な
い
」（
崔
憲
祥
）、「
王
明
道
に
厳
正
に
告
げ
る
」（
丁
光
訓
）

な
ど
、
王
明
道
批
判
特
集
と
も
言
え
る
内
容
が
二
〇
ペ
ー
ジ
に
わ
た

り
掲
載
さ
れ
〉
65
〈

た
。
三
自
教
会
は
、
王
明
道
が
「
帝
国
主
義
を
愛
し
、

帝
国
主
義
の
中
国
侵
略
に
従
い
、
祖
国
人
民
の
反
帝
愛
国
運
動
を
骨

髄
に
徹
す
る
ほ
ど
憎
み
、
今
日
で
は
特
に
中
国
キ
リ
ス
ト
教
の
三
自

愛
国
運
動
を
敵
視
し
て
い
る
」
と
批
判
し
た
上
で
、
教
会
の
中
に
は

少
数
な
が
ら
王
明
道
と
同
じ
「
路
線
」
を
取
る
者
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
こ
う
し
た
反
動
的
・
反
人
民
的
路
線
に
固
執
す
る
者
は
王
明

道
と
同
様
に
人
民
の
中
で
滅
び
て
い
く
で
あ
ろ
う
、
と
警
告
し
て

い
〉
66
〈

る
。

　

王
明
道
の
逮
捕
か
ら
間
も
な
く
、
や
は
り
三
自
教
会
に
批
判
的

だ
っ
た
広
州
の
林
献
〉
67
〈

羔
も
「
王
明
道
分
子
」
と
し
て
逮
捕
さ
れ
〉
68
〈

た
。

こ
う
し
た
王
明
道
と
「
王
明
道
分
子
」
の
逮
捕
は
、
三
自
教
会
に
加

盟
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
た
他
の
教
会
指
導
者
・
信
徒
に
対
し
て

大
き
な
威
嚇
効
果
と
な
っ
た
。
王
明
道
が
不
在
と
な
っ
た
基
督
徒
会

堂
は
別
の
信
徒
指
導
者
の
主
導
に
よ
り
三
自
教
会
に
加
わ
り
、
ま
た

上
海
の
倪
柝
聲
系
統
の
教
会
が
自
発
的
に
三
自
教
会
に
加
わ
る
な
ど

し
〉
69
〈

た
。
政
府
当
局
は
王
明
道
の
一
件
を
彼
「
個
人
」
の
案
件
と
し
て

で
は
な
く
、
反
革
命
的
な
「
路
線
」「
集
団
」
の
問
題
へ
と
拡
大
さ

せ
、
三
自
教
会
に
批
判
的
な
抵
抗
勢
力
を
一
掃
し
た
の
だ
っ
た
。

　

王
明
道
は
逮
捕
直
後
、
三
自
教
会
に
反
対
す
る
の
は
「
信
仰
の
問

題
」
で
あ
り
、
犯
罪
と
は
関
係
な
い
と
主
張
し
続
け
た
が
、
政
府
当

局
は
既
に
三
自
教
会
に
反
対
す
る
こ
と
は
「
反
革
命
罪
」
に
あ
た
る

と
断
定
し
て
い
た
。
当
局
は
数
十
回
に
わ
た
る
尋
問
を
通
し
て
、
政
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府
に
対
す
る
「
十
二
の
罪
状
」
の
自
白
を
王
明
道
に
強
要
し
、
彼
は

自
己
批
判
書
を
書
く
よ
う
に
追
い
詰
め
ら
れ
〉
70
〈

た
。
こ
う
し
て
王
明
道

は
三
自
教
会
に
加
わ
る
こ
と
を
約
束
し
た
上
で
、
自
己
批
判
書
を
書

き
、
四
一
九
日
間
の
拘
留
か
ら
解
か
れ
、
五
六
年
九
月
二
九
日
に
釈

放
さ
れ
た
。

　

釈
放
直
後
、
王
明
道
は
北
京
の
三
自
教
会
の
主
席
・
王
梓
〉
71
〈

仲
に
呼

ば
れ
、
百
人
ほ
ど
の
関
係
者
の
前
で
三
自
教
会
加
盟
の
「
歓
迎
」
を

受
け
、
彼
は
そ
の
場
で
釈
放
時
に
書
か
さ
れ
た
自
己
批
判
書
を
読
み

上
げ
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
た
。
こ
の
自
己
批
判
書
は
後
に
「
我
が
自

己
批
判
」
と
題
し
て
『
天
風
』
に
掲
載
さ
れ
る
〉
72
〈
が
、
そ
の
冒
頭
は

「
私
は
反
革
命
の
罪
行
を
犯
し
た
者
で
す
が
、
政
府
の
忍
耐
強
い
教

育
に
よ
り
自
身
の
誤
り
を
認
識
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
政
府
の
寛
大

な
る
処
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
私
は
罪
悪
の
深
淵
の
中
か
ら
救

い
出
さ
れ
、
心
は
と
て
も
感
激
し
て
お
り
ま
す
」
と
始
ま
り
、「
宗

教
の
形
式
を
借
り
て
行
っ
た
反
革
命
活
動
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

続
い
て
い
る
。

　
　

私
が
犯
し
た
罪
は
厳
重
な
罪
行
で
す
。
私
が
犯
し
た
こ
れ
ら
の

多
く
の
罪
行
は
、
決
し
て
何
ら
か
の
信
仰
上
の
問
題
で
は
な

く
、
共
産
党
と
人
民
政
府
に
敵
対
す
る
思
想
が
〔
私
に
〕
あ
っ

た
か
ら
で
す
。
こ
れ
ら
の
反
動
思
想
の
由
来
は
、
一
方
で
は
長

年
に
わ
た
り
反
動
派
の
宣
伝
の
影
響
を
受
け
て
き
た
か
ら
で
あ

り
、
…
…
他
方
で
は
私
が
長
年
に
わ
た
り
帝
国
主
義
分
子
と
常

に
接
触
し
、
彼
ら
の
毒
素
を
受
け
て
き
た
か
ら
で
す
。
…
…

〔
四
九
年
の
〕
解
放
後
、
私
は
こ
の
よ
う
な
反
動
思
想
を
依
然

と
し
て
改
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
共
産
党
と
人
民
政
府
に
対
し
て

常
に
一
種
の
対
立
思
想
を
抱
き
、
現
実
を
見
よ
う
と
せ
ず
、
政

府
の
多
く
の
良
き
こ
と
を
悪
し
き
こ
と
と
見
な
し
て
し
ま
い
、

さ
ら
に
は
多
く
の
人
に
影
響
を
与
え
、
多
く
の
人
に
害
毒
を
与

え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
最
後
は
「
キ
リ
ス
ト
教
内
の
大
団
結
」
と
「
反
帝
愛
国
運

動
」
に
参
加
し
「
真
に
国
を
愛
す
る
人
、
社
会
を
愛
す
る
伝
道
者
」

と
な
る
こ
と
を
誓
い
、「
三
自
愛
国
運
動
に
参
加
し
て
い
る
伝
道
者

お
よ
び
こ
の
運
動
の
指
導
者
に
対
す
る
謝
罪
」
を
述
べ
て
締
め
く

く
っ
て
い
〉
73
〈

る
。
か
つ
て
三
自
教
会
に
断
固
と
し
て
反
対
し
て
き
た
王

明
道
に
と
っ
て
、
こ
の
「
自
己
批
判
」
は
完
全
な
敗
北
宣
言
だ
っ
た
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
王
明
道
は
自
分
が
虚
偽
の
自
白
や
自
己
批
判
を

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
、
自
分
に
は
伝
道
者
と
し
て
の
資
格

が
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
自
分
が
設
立
し
た
基
督
徒

会
堂
と
も
関
係
を
絶
っ
た
が
、
実
際
に
は
三
自
教
会
に
加
わ
る
こ
と

も
し
な
か
っ
た
。
王
明
道
は
再
逮
捕
を
恐
れ
な
が
ら
悶
々
と
し
た

日
々
を
過
ご
し
て
い
て
い
る
う
ち
に
、
五
八
年
四
月
二
九
日
に
反
革

命
行
為
を
継
続
し
て
い
た
容
疑
で
妻
・
劉
景
文
と
と
も
に
再
逮
捕
さ

れ
る
に
至
っ
〉
74
〈

た
。

　

数
年
の
拘
留
と
取
り
調
べ
の
後
、
六
一
年
四
月
に
北
京
市
人
民
検

察
院
は
「
一
九
五
六
年
に
我
が
政
府
が
寛
大
な
処
置
を
与
え
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
被
告
は
悔
い
改
め
る
こ
と
を
知
ら
な
い
ば
か
り
か
、
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反
革
命
の
破
壊
活
動
を
継
続
し
、
そ
の
罪
行
は
極
め
て
重
く
、
教
育

を
経
て
も
改
ま
り
よ
う
の
な
い
反
革
命
分
子
で
あ
る
」
と
し
、「
懲

治
反
革
命
条
例
」
に
基
づ
き
王
明
道
夫
婦
を
正
式
に
起
訴
し
〉
75
〈

た
。
そ

の
後
、
六
三
年
七
月
に
北
京
市
中
級
人
民
法
院
は
「
反
革
命
罪
」
で

王
明
道
に
無
期
懲
役
刑
、
劉
景
文
に
懲
役
刑
一
五
年
の
判
決
を
言
い

渡
し
〉
76
〈

た
。
王
明
道
は
す
ぐ
に
上
訴
し
た
が
、
二
か
月
後
に
北
京
市
上

級
人
民
法
院
に
よ
り
上
訴
は
退
け
ら
れ
、
最
終
判
決
が
確
定
し
〉
77
〈

た
。

後
に
彼
は
一
度
目
に
逮
捕
さ
れ
た
五
五
年
か
ら
無
期
懲
役
を
受
け
た

六
三
年
ま
で
を
「
惨
め
な
失
敗
の
八
年
〉
78
〈

間
」
と
形
容
し
て
い
る
。

㈤
　
文
化
大
革
命
期
の
中
国
キ
リ
ス
ト
教

　

五
〇
年
代
初
頭
、
中
国
共
産
党
政
権
下
で
の
活
路
を
模
索
し
て
い

た
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
教
派
の
教
会
は
、
三
自
教
会
に
加
盟
し
、
反
帝

愛
国
の
旗
の
下
で
そ
の
存
続
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
五
八

年
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
「
教
派
」
は
帝
国
主
義
の
侵
略
の
た
め
の

道
具
の
残
滓
で
あ
り
、
社
会
主
義
路
線
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
た

め
改
革
す
る
必
要
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
府
当

局
は
、
教
会
指
導
者
に
対
す
る
社
会
主
義
教
育
の
強
化
、
労
働
生
産

や
労
働
鍛
錬
へ
の
参
加
を
強
制
し
、
さ
ら
に
は
、「
連
合
礼
拝
」
の

実
施
と
称
し
て
教
派
を
解
体
さ
せ
て
い
っ
た
。
多
く
の
教
会
を
閉
鎖

す
る
仕
方
で
「
教
会
合
同
」
が
強
引
に
推
し
進
め
ら
れ
、
上
海
で
は

二
百
カ
所
近
く
あ
っ
た
教
会
が
八
カ
所
に
、
北
京
で
は
六
六
カ
所

あ
っ
た
教
会
が
四
カ
所
に
、
広
州
で
は
五
二
カ
所
あ
っ
た
教
会
が
一

カ
所
に
縮
小
・
制
限
さ
れ
〉
79
〈
た
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
教
育
機
関
に
関
し

て
は
、
金
陵
大
学
や
燕
京
大
学
な
ど
一
三
の
キ
リ
ス
ト
教
大
学
を
は

じ
め
、
そ
の
他
の
小
学
校
か
ら
高
等
学
校
に
い
た
る
す
べ
て
の
キ
リ

ス
ト
教
学
校
が
、
五
六
年
ま
で
に
は
す
べ
て
政
府
に
接
収
さ
れ
た

り
、
あ
る
い
は
公
立
学
校
と
の
合
併
が
推
し
進
め
ら
れ
た
り
し
〉
80
〈

た
。

牧
師
な
ど
の
伝
道
者
養
成
の
た
め
の
神
学
校
は
五
二
年
に
統
廃
合
が

推
し
進
め
ら
れ
、
華
東
地
域
の
十
数
の
神
学
校
が
金
陵
協
和
神
学
院

に
合
併
、
華
北
地
域
の
三
つ
の
神
学
校
が
燕
京
協
和
神
学
院
に
合

併
、
そ
の
後
五
六
年
に
は
華
北
地
域
の
そ
の
他
一
一
の
神
学
校
が
燕

京
協
和
神
学
院
に
吸
収
合
併
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
合
併
す
る
こ
と

に
よ
り
存
続
が
許
さ
れ
て
き
た
南
北
二
つ
の
協
和
神
学
院
だ
っ
た

が
、「
大
躍
進
」
の
時
期
の
三
年
間
は
休
校
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ

の
後
六
一
年
に
は
再
開
さ
れ
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
両
校
の
合
併
が
決

定
し
、
公
に
存
続
が
許
さ
れ
た
の
は
金
陵
協
和
神
学
院
の
み
と

な
っ
〉
81
〈

た
。

　

六
六
年
、
文
化
大
革
命
が
始
ま
る
と
、
宗
教
を
管
理
・
統
括
し
て

い
た
統
一
戦
線
部
門
や
宗
教
事
務
局
も
解
散
さ
せ
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト

教
に
限
ら
ず
す
べ
て
の
宗
教
組
織
の
活
動
が
停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
は
、
三
自
教
会
の
主
席
だ
っ
た
呉
耀
宗

で
さ
え
も
公
開
批
判
に
さ
ら
さ
〉
82
〈

れ
、
三
自
教
会
に
加
盟
し
て
い
た
教

会
で
あ
っ
て
も
礼
拝
堂
が
占
拠
・
接
収
さ
れ
工
場
に
転
用
さ
れ
た

り
、
ま
た
紅
衛
兵
に
よ
り
聖
書
や
讃
美
歌
が
焼
か
れ
た
り
、
オ
ル
ガ

ン
が
破
壊
さ
れ
た
り
し
〉
83
〈

た
。
ま
た
三
自
教
会
の
指
導
者
で
あ
っ
て
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も
、
そ
の
多
く
が
労
働
改
造
所
や
農
村
へ
下
放
さ
せ
ら
れ
た
り
、
批

判
闘
争
に
晒
さ
れ
た
り
、
投
獄
さ
れ
た
り
し
、
中
に
は
精
神
異
常
を

き
た
し
、
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
者
も
い
〉
84
〈

た
。
文
化
大
革
命
は
キ
リ

ス
ト
教
に
と
っ
て
も
「
死
の
陰
の
谷
」（
聖
書
：
詩
編
二
三
編
四

節
）
を
歩
む
苦
難
の
時
代
だ
っ
た
。

㈥
　
文
化
大
革
命
期
の
王
明
道
と
そ
の
「
再
起
」

　

王
明
道
は
五
八
年
に
逮
捕
さ
れ
六
三
年
に
無
期
懲
役
の
判
決
を
受

け
る
ま
で
北
京
市
内
に
収
監
さ
れ
て
い
た
が
、
六
六
年
に
は
山
西
省

大
同
、
六
八
年
に
は
山
西
省
蔭
営
の
労
働
改
造
所
に
移
管
さ
れ
た
。

彼
は
八
〇
年
に
釈
放
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
、「
反
革
命
罪
」
の
罪
人

と
し
て
収
監
さ
れ
、
時
に
激
し
い
糾
弾
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
〉
85
〈

た
。

し
か
し
収
監
当
初
に
は
肺
病
を
患
っ
て
い
た
た
め
監
獄
病
院
の
一
人

部
屋
で
静
養
す
る
こ
と
が
で
き
〉
86
〈

た
。
ま
た
彼
は
耳
が
悪
く
他
の
囚
人

と
一
緒
に
政
治
学
習
に
参
加
し
た
り
労
働
し
た
り
す
る
こ
と
が
困
難

だ
っ
た
た
め
、
自
分
で
新
聞
を
読
ん
で
学
習
す
る
「
自
習
」
が
認
め

ら
れ
て
い
〉
87
〈

た
。
さ
ら
に
は
、
上
海
に
住
ん
で
い
た
王
明
道
の
息
子
・

王
天
鐸
が
五
百
冊
ほ
ど
の
書
籍
を
彼
に
送
っ
て
く
れ
た
た
め
、
彼
は

目
を
悪
く
す
る
ほ
ど
ま
で
に
多
く
の
読
書
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
監

獄
の
政
府
役
人
た
ち
が
彼
の
書
籍
を
借
り
に
来
る
ほ
ど
だ
っ
〉
88
〈

た
。
壁

の
外
で
は
文
化
大
革
命
の
嵐
が
吹
い
て
い
た
期
間
を
含
む
二
〇
年
間

の
投
獄
の
期
間
、
意
外
な
こ
と
に
王
明
道
は
監
獄
の
中
で
比
較
的
落

ち
着
い
た
日
々
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
だ
っ
た
。
王
長
新

は
こ
の
こ
と
を
「
神
が
監
獄
を
用
い
て
彼
〔
王
明
道
〕
の
命
を
守
っ

て
く
だ
さ
っ
た
」「
神
が
彼
〔
王
明
道
〕
を
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中

に
匿
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
彼
は
〔
外
の
〕
社
会
で
生
活

す
る
よ
り
も
お
そ
ら
く
よ
り
安
全
だ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
記
し
て

い
〉
89
〈

る
。

　

ま
た
六
三
年
に
無
期
懲
役
の
判
決
を
受
け
た
後
、
信
仰
的
・
精
神

的
に
完
全
敗
北
を
し
て
い
た
は
ず
の
王
明
道
は
「
再
起
」
を
経
験
し

て
い
る
。
無
期
懲
役
刑
が
確
定
し
た
当
初
、
彼
は
虚
偽
の
罪
に
陥
れ

ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
憤
り
と
、
自
分
自
身
が
こ
こ
ま
で
失
敗
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
恥
辱
か
ら
、
も
は
や
「
た
だ
座
し
て
死
を

待
つ
の
み
」
と
い
う
悲
観
的
・
絶
望
的
な
心
境
に
陥
り
、「
神
よ
！　

私
を
こ
の
よ
う
な
攻
撃
に
遭
わ
せ
、
無
期
懲
役
に
さ
せ
る
な
ど
、
な

ぜ
あ
な
た
は
こ
ん
な
に
も
残
酷
な
の
か
」
と
祈
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
し

か
し
、
若
き
頃
に
暗
唱
し
た
次
の
聖
書
の
言
葉
を
思
い
起
こ
し
、
心

を
奮
起
さ
せ
た
。

　
　

し
か
し
、
わ
た
し
は
主
を
仰
ぎ
、
わ
が
救
い
の
神
を
待
つ
。
わ

が
神
は
、
わ
た
し
の
願
い
を
聞
か
れ
る
。
わ
た
し
の
敵
よ
、
わ

た
し
の
こ
と
で
喜
ぶ
な
。
た
と
え
倒
れ
て
も
、
わ
た
し
は
起
き

上
が
る
。
た
と
え
闇
の
中
に
座
っ
て
い
て
も
、
主
こ
そ
わ
が

光
。
わ
た
し
は
主
に
罪
を
犯
し
た
の
で
、
主
の
怒
り
を
負
わ
ね

ば
な
ら
な
い
、
つ
い
に
、
主
が
わ
た
し
の
訴
え
を
取
り
上
げ
、

わ
た
し
の
求
め
を
実
現
さ
れ
る
ま
で
。
主
は
わ
た
し
を
光
に
導

か
れ
、
わ
た
し
は
主
の
恵
み
の
御
業
を
見
る
。（
旧
約
聖
書
：



132

ミ
カ
書
七
章
七

－

九
節
、『
新
共
同
訳
聖
書
』
よ
〉
90
〈
り
）

　

王
明
道
は
自
身
の
こ
の
「
再
起
」
を
、
後
に
次
の
よ
う
に
回
想
し

て
い
る
。

　
　

こ
の
数
節
の
聖
書
の
言
葉
は
、
私
が
大
き
な
罪
を
犯
し
て
し

ま
っ
て
い
た
こ
と
、
神
に
対
し
て
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
て
い
た

こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
私
は
神
の
前
で
罪
を
認
め

る
の
と
同
時
に
、
私
が
以
前
に
認
め
て
し
ま
っ
た
嘘
の
罪
状
の

す
べ
て
を
時
間
を
か
け
て
翻
す
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
い
と
祈

り
ま
し
た
。
神
は
私
を
憐
み
、
私
の
祈
り
を
聞
い
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
…
…
私
は
一
〇
ヶ
月
の
時
間
を
か
け
、
私
の
心
に
思

う
こ
と
を
書
き
、
も
と
も
と
存
在
し
な
い
私
の
罪
状
を
す
べ
て

撤
回
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
神
が
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
平
安
と

喜
び
と
力
が
再
び
私
の
体
に
戻
り
、
私
は
再
び
立
ち
上
が
る
こ

と
が
で
き
、
弱
さ
が
強
さ
へ
と
変
え
ら
れ
、
失
敗
が
勝
利
に
変

え
ら
れ
ま
し
〉
91
〈

た
。

　

王
明
道
は
こ
れ
ま
で
の
供
述
内
容
は
「
三
自
教
会
に
反
対
し
た
」

と
い
う
こ
と
以
外
は
す
べ
て
恐
怖
ゆ
え
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
虚
偽
の

証
言
で
あ
り
、
自
分
は
国
の
法
律
を
一
つ
も
犯
し
て
は
い
な
い
と
主

張
す
る
膨
大
な
量
の
供
述
撤
回
書
を
書
き
、
監
獄
長
に
す
べ
て
提
出

し
〉
92
〈

た
。
彼
の
こ
の
供
述
撤
回
書
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
こ
の
こ
と
は
彼
自
身
に
と
っ
て
は
「
惨
め
な
失
敗
の
八
年

間
」
か
ら
立
ち
直
り
、
そ
れ
以
前
と
同
様
の
頑
強
な
信
仰
と
精
神
を

取
り
戻
す
「
再
起
」
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
。

三
　
王
明
道
の
釈
放
と
名
誉
回
復
申
告
書

㈠
　
文
化
大
革
命
の
終
結
後
の
中
国
キ
リ
ス
ト
教

　

七
六
年
は
毛
沢
東
や
周
恩
来
の
死
去
、
四
人
組
の
逮
捕
な
ど
一
つ

の
時
代
の
終
焉
と
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
と
な
っ
た
。
実
権
を
握
っ

た
鄧
小
平
に
よ
り
改
革
・
開
放
政
策
が
と
ら
れ
、
政
治
改
革
・
経
済

改
革
が
推
し
進
め
ら
れ
て
い
く
中
で
、
八
二
年
に
は
中
国
共
産
党
中

央
書
記
処
が
宗
教
政
策
に
関
す
る
重
要
文
書
「
我
が
国
の
社
会
主
義

時
期
の
宗
教
問
題
に
関
す
る
基
本
観
点
と
基
本
政
策
」（
通
称
「
十

九
号
文
件
」）
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
は
宗
教
が
や
が
て
は
消
滅
す

る
と
い
う
従
来
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
宗
教
観
を
継
承
し
つ
つ
も
、
過

去
の
急
速
な
強
制
的
手
段
に
よ
る
消
滅
政
策
は
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と

を
認
め
た
上
で
、
今
後
は
長
期
的
政
策
と
し
て
宗
教
信
仰
の
自
由
を

保
障
し
、
社
会
主
義
建
設
と
祖
国
統
一
の
た
め
に
宗
教
の
積
極
的
要

素
も
活
用
す
る
と
い
う
方
針
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
同
文
書
で
は
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
信
徒
数
が
三
〇
〇
万
人
と
さ
れ
て
お
り
、
四
九
年
の

建
国
時
の
七
〇
万
人
か
ら
文
化
大
革
命
以
後
に
は
四
倍
以
上
の
増
加

と
な
っ
て
い
〉
93
〈

た
。

　

こ
の
よ
う
な
一
定
の
宗
教
寛
容
政
策
に
舵
が
切
ら
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
諸
宗
教
も
そ
の
活
動
を
再
開
し
て
い
っ
た
。
下
放
さ
れ
た
り
投

獄
さ
れ
た
り
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
界
の
指
導
者
た
ち
も
教
会
に
戻

り
、
七
九
年
の
寧
波
や
上
海
な
ど
で
の
礼
拝
復
活
を
皮
切
り
に
、
各
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地
の
教
会
が
活
動
を
再
開
さ
せ
て
い
っ
た
。
八
〇
年
に
は
第
三
回
全

国
基
督
教
大
会
が
開
か
れ
、
従
来
の
中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委

員
会
に
加
え
て
「
中
国
基
督
教
協
会
」（C

hina C
hristian C

ouncil

）

が
新
た
に
設
置
さ
れ
〉
94
〈

た
。
八
〇
年
代
に
は
金
陵
協
和
神
学
院
を
は
じ

め
と
す
る
神
学
校
が
各
地
で
再
開
あ
る
い
は
新
設
さ
れ
、
三
自
教
会

は
伝
道
者
育
成
に
も
力
を
入
れ
始
め
〉
95
〈

た
。
八
〇
年
代
末
ま
で
に
は
全

国
で
六
千
カ
所
以
上
の
教
会
、
約
二
万
六
百
カ
所
の
集
会
点
が
建
て

ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
〉
96
〈

た
。

　

三
自
教
会
に
所
属
す
る
教
会
の
活
動
が
再
開
さ
れ
た
一
方
で
、
同

会
に
な
お
も
加
盟
し
な
い
家
庭
教
会
が
農
村
を
中
心
に
拡
大
し
て

い
っ
〉
97
〈

た
。
ま
た
文
化
大
革
命
期
に
投
獄
さ
れ
て
い
た
北
京
の
袁

相
〉
98
〈

枕
、
上
海
の
謝
模
〉
99
〈

善
、
広
州
の
林
献
羔
な
ど
、
家
庭
教
会
の
指
導

者
た
ち
も
相
次
い
で
釈
放
さ
れ
、
都
市
部
に
お
い
て
も
三
自
教
会
へ

の
加
盟
を
拒
絶
し
続
け
る
家
庭
教
会
が
徐
々
に
根
付
い
て
い
っ
〉
100
〈

た
。

㈡
　
王
明
道
の
釈
放

　

七
九
年
一
一
月
、
王
明
道
に
も
山
西
省
高
等
法
院
よ
り
釈
放
許
可

が
出
さ
れ
、
王
明
道
の
息
子
・
王
天
鐸
は
父
親
を
引
き
取
り
に
来
る

よ
う
に
と
の
電
報
を
受
け
取
っ
た
。
王
天
鐸
が
山
西
省
の
蔭
営
監
獄

に
到
着
す
る
と
、
王
明
道
は
自
身
の
「
冤
罪
」
が
明
確
に
晴
ら
さ
れ

て
い
な
い
と
し
、
政
府
が
彼
に
対
し
て
逮
捕
・
判
決
・
投
獄
の
三
つ

の
過
ち
を
犯
し
た
こ
と
を
認
め
な
い
限
り
、
自
分
は
出
獄
し
な
い
と

頑
強
に
主
張
し
た
。
当
局
は
こ
の
こ
と
へ
の
対
応
に
苦
慮
し
た
が
、

最
後
に
は
北
京
法
院
が
王
明
道
の
案
件
を
再
調
査
に
来
る
の
で
監
獄

外
の
仮
住
居
に
移
る
よ
う
に
と
促
し
、
王
明
道
に
出
獄
を
了
解
さ
せ

る
と
い
う
一
計
を
案
じ
た
。
し
か
し
彼
は
既
に
目
や
足
が
不
自
由
で

あ
り
、
仮
住
居
で
一
人
生
活
が
で
き
る
状
況
で
は
な
く
、
息
子
が
い

る
上
海
に
移
り
住
む
こ
と
に
渋
々
同
意
し
た
。
こ
う
し
て
彼
は
二
〇

年
以
上
に
お
よ
ぶ
獄
中
生
活
か
ら
半
ば
「
騙
さ
れ
る
」
形
で
出
獄
し

た
の
だ
っ
〉
101
〈

た
。

　

王
明
道
の
釈
放
の
知
ら
せ
は
、
中
国
内
外
に
す
ぐ
に
広
ま
り
、
多

く
の
人
々
が
上
海
の
彼
の
も
と
を
訪
ね
て
き
た
。
彼
の
著
書
が
投
獄

さ
れ
て
い
る
期
間
に
香
港
や
台
湾
で
再
版
さ
れ
て
い
た
た
め
、
出
獄

し
た
時
に
は
彼
の
名
前
は
以
前
よ
り
も
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
た
。
カ

ナ
ダ
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
イ

ギ
リ
ス
、
西
ド
イ
ツ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
日
本
な
ど
各
国
の
教

会
関
係
者
の
来
訪
も
相
次
〉
102
〈

ぎ
、
八
八
年
に
は
世
界
的
に
著
名
な
キ
リ

ス
ト
教
伝
道
者
ビ
リ
ー
・
グ
ラ
ハ
ム
も
王
明
道
を
訪
ね
て
い
〉
103
〈

る
。

　

当
局
は
王
明
道
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
恐
れ
て
常
に
監
視
役
を
置

い
て
い
た
が
、
彼
が
八
四
年
以
降
に
家
庭
で
独
自
に
主
催
す
る
よ
う

に
な
っ
た
三
、四
〇
人
の
集
会
は
実
質
上
、
黙
認
し
続
け
た
。
彼
は

釈
放
後
も
一
貫
し
て
三
自
教
会
と
は
距
離
を
と
り
、
か
つ
て
親
し

か
っ
た
友
人
で
あ
っ
て
も
三
自
教
会
に
加
わ
っ
た
者
た
ち
と
の
交
流

は
あ
え
て
絶
つ
姿
勢
を
貫
い
〉
104
〈

た
。
王
明
道
は
、
活
動
再
開
を
し
た
三

自
教
会
は
以
前
の
三
自
教
会
と
内
実
が
同
じ
で
あ
り
、
た
と
え
語
り
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口
調
を
変
え
て
信
仰
的
な
内
容
を
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
も
、

結
局
は
「
不
信
派
」（
不
信
者
）
が
「
偽
信
派
」（
偽
信
者
）
に
変

わ
っ
た
だ
け
で
あ
る
と
、
な
お
も
痛
烈
に
批
判
し
て
い
〉
105
〈

た
。

㈢
　
名
誉
回
復
申
立
書

　

八
〇
年
の
三
自
教
会
の
第
三
回
全
国
基
督
教
大
会
が
開
催
さ
れ
た

時
、
王
明
道
は
既
に
釈
放
さ
れ
て
い
た
が
、
同
大
会
の
講
話
の
中
で

統
一
戦
線
工
作
部
の
副
部
長
・
張
執
一
が
王
明
道
を
「
外
国
反
動
勢

力
の
走
〉
106
〈

卒
」
と
呼
ぶ
な
ど
、
彼
は
釈
放
後
も
名
誉
回
復
が
な
さ
れ
な

い
ま
ま
だ
っ
た
。
彼
は
釈
放
時
に
も
政
府
に
対
す
る
謝
罪
要
求
を

し
、
冤
罪
を
晴
ら
そ
う
と
願
い
な
が
ら
も
そ
れ
が
適
わ
な
か
っ
た
た

め
、
自
身
の
名
誉
回
復
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
彼
の
晩
年
の
念
願
と

な
っ
た
。
彼
は
目
が
不
自
由
に
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中

国
最
高
人
民
法
院
院
長
・
江
華
に
宛
て
て
名
誉
回
復
を
求
め
る
長
文

の
文
書
を
書
き
、
ま
た
息
子
・
王
天
鐸
の
助
け
も
借
り
て
八
一
年
と

八
六
年
に
「
王
明
道
反
革
命
案
件
再
調
査
請
求
申
立
書
」（
以
下
、

「
申
立
書
」）
を
作
成
し
〉
107
〈

た
。

　

申
立
書
で
は
再
調
査
請
求
の
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

王
明
道
の
案
件
は
キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
け
る
一
大
案
件
で
あ

り
、
関
係
す
る
者
が
極
め
て
多
く
、
刑
を
受
け
た
も
の
は
数
十

人
に
の
ぼ
り
、
審
査
を
受
け
た
り
、
影
響
を
受
け
た
り
し
た
も

の
は
さ
ら
に
多
い
。
こ
の
案
件
の
処
理
が
適
切
に
な
さ
れ
る
か

否
か
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
、
本
人
、
お
よ
び
そ
の
親
族
に
影
響

を
与
え
、
ま
た
党
と
政
府
の
宗
教
政
策
の
貫
徹
に
も
影
響
を
与

え
る
も
の
で
あ
〉
108
〈

る
。

　

八
一
年
の
申
立
書
で
は
、
か
つ
て
無
期
懲
役
の
判
決
を
受
け
た
際

に
列
挙
さ
れ
た
罪
状
に
触
れ
、
は
た
し
て
王
明
道
が
「
キ
リ
ス
ト
教

の
伝
道
に
従
事
す
る
伝
道
者
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
は
党
や
政
府
に

反
対
す
る
政
治
活
動
に
従
事
す
る
反
革
命
分
子
で
あ
っ
た
の
か
」、

ま
た
「「
三
自
愛
国
運
動
」
組
織
に
参
加
せ
ず
、「
三
自
愛
国
運
動
」

の
あ
る
指
導
者
た
ち
に
反
対
す
る
こ
と
が
違
法
や
犯
罪
と
し
て
成
り

立
つ
か
否
か
、
特
に
反
革
命
罪
と
し
て
成
り
立
つ
か
否
か
」
が
鍵
と

な
る
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
〉
109
〈
る
。
ま
た
八
六
年
の
申
立
書
で

も
、「
三
自
愛
国
運
動
は
キ
リ
ス
ト
教
界
の
自
主
参
加
の
組
織
に
過

ぎ
ず
、
参
加
す
る
も
し
な
い
も
、
賛
成
す
る
も
反
対
す
る
も
、
い
か

な
る
法
律
に
も
違
反
し
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
や
反
革
命
に
関
連
す
る

こ
と
も
な
い
」
と
再
度
強
調
し
て
い
〉
110
〈

る
。

　

王
明
道
は
三
自
愛
国
運
動
（
三
自
教
会
）
に
加
わ
ら
な
い
こ
と

が
、
決
し
て
「
非
愛
国
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
江

華
に
宛
て
た
文
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

私
は
説
教
や
著
作
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
「
愛
国
」
と
い
う
二
文

字
を
使
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
『
聖
書
』、『
四

書
』、
ま
た
中
国
古
代
の
賢
人
た
ち
の
著
作
の
中
に
も
こ
の
言

葉
が
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
彼
ら
は
た
だ
「
人
を
愛

す
る
こ
と
」
を
説
い
て
い
た
だ
け
で
し
た
。
…
…
「
国
」
と
は

何
で
し
ょ
う
か
？　

そ
れ
は
複
数
の
人
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
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の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

も
し
広
大
な
土
地
に
「
人
」
が

い
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
土
地
を
「
国
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
か
？　
「
人
を
愛
す
る
」
者
が
国
を
愛
さ
な
い
で
い

ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
？　

私
が
説
教
で
語
っ
て
き
た
こ
と
や
書

い
て
き
た
文
章
は
、
い
ず
れ
も
人
に
貢
献
し
、
有
益
で
あ
る
の

に
、
ど
う
し
て
私
が
国
を
愛
し
て
い
な
い
な
ど
と
い
え
る
の
で

し
ょ
う
〉
111
〈

か
？

　

ま
た
王
明
道
は
江
華
へ
の
文
書
の
中
で
「
私
が
二
三
年
の
長
き
に

わ
た
っ
て
二
度
投
獄
さ
れ
た
の
は
、
純
粋
に
信
仰
の
ゆ
え
で
し
〉
112
〈

た
」

と
記
し
、
そ
れ
が
決
し
て
政
治
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
王
明
道
が
願
っ
て
い
た
の
は
、
彼
の
名
誉
回
復
を

通
し
て
、
第
一
に
、
彼
に
連
座
さ
せ
ら
れ
る
形
で
反
革
命
罪
に
問
わ

れ
た
人
々
の
名
誉
回
復
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
信
仰
的
理
由

に
よ
る
三
自
教
会
へ
の
非
加
盟
が
決
し
て
違
法
で
は
な
く
、
ま
た
非

愛
国
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
訴
え
る
こ
と
だ
っ
た
。

結
論
─
─
王
明
道
の
名
誉
回
復
と
家
庭
教
会
の
合
法
化

　

王
明
道
が
五
〇
年
代
以
来
、
三
自
教
会
へ
加
盟
す
る
こ
と
を
拒
絶

し
て
き
た
の
は
、
決
し
て
政
治
的
に
国
家
や
党
に
敵
対
す
る
た
め
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
三
自
教
会
の
指
導
者
と
自
身
の
信
仰
が
異
な
る

と
い
う
「
信
仰
の
ゆ
え
に
」
と
い
う
理
由
だ
っ
た
。
五
六
年
に
は
一

度
、「
我
が
自
己
批
判
」
の
中
で
自
身
が
政
治
的
な
「
反
革
命
罪
」

で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
し
ま
っ
た
が
、
後
に
六
三
年
に
終
身
刑
が
確

定
し
て
か
ら
は
そ
れ
を
撤
回
し
、
八
〇
年
に
釈
放
さ
れ
て
以
降
は
自

身
の
案
件
の
再
調
査
と
名
誉
回
復
を
求
め
る
申
立
書
を
作
成
し
、
そ

れ
を
提
出
す
る
準
備
を
し
て
い
た
。
こ
の
申
立
書
は
妻
・
劉
景
文
の

反
対
に
よ
り
王
明
道
の
生
前
に
は
提
出
さ
れ
ず
、
王
明
道
と
劉
景
文

の
死
後
、
彼
ら
の
息
子
・
王
天
鐸
が
二
〇
〇
〇
年
に
な
っ
て
よ
う
や

く
に
正
式
に
提
出
し
た
が
、
棄
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

九
七
年
、
中
華
人
民
共
和
国
刑
法
の
改
訂
の
際
、「
反
革
命
罪
」

は
「
国
家
安
全
危
害
罪
」
へ
と
改
正
さ
れ
、「
反
革
命
罪
」
は
歴
史

上
の
用
語
と
な
っ
〉
113
〈
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
王
明
道
の

「
反
革
命
罪
」
は
再
調
査
も
名
誉
回
復
も
さ
れ
な
い
の
か
。
邢
福
増

は
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

　
　

中
共
中
央
が
一
九
五
五
年
か
ら
五
六
年
の
間
に
関
わ
っ
た
基
督

教
〔
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〕
と
天
主
教
〔
カ
ト
リ
ッ
ク
〕
の
三
つ

の
〔
王
明
道
、
倪
柝
聲
、
龔
品
梅
〕
重
大
「
反
革
命
集
団
」
案

件
に
対
す
る
結
論
を
今
に
至
る
ま
で
変
え
て
い
な
い
の
は
、

「
判
決
の
覆
し
」
は
一
連
の
歴
史
問
題
に
対
す
る
再
評
価
に
ま

で
及
ぶ
こ
と
が
避
け
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
現
在
の
当
局
公
認
宗
教

組
〉
114
〈

織
の
権
威
と
地
位
を
動
揺
さ
せ
、
社
会
の
安
定
維
持
に
不
利

だ
か
ら
で
あ
〉
115
〈

る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
王
明
道
の
名
誉
回
復
が
な
さ
れ
な
い
理
由

と
、
冒
頭
で
触
れ
た
守
望
教
会
が
独
自
に
合
法
的
登
記
を
試
み
た
が

当
局
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
厳
重
に
取
り
締
ま
ら
れ
た
理
由
、
そ
し
て
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守
望
教
会
事
件
直
後
に
同
教
会
を
支
持
す
る
他
の
家
庭
教
会
の
指
導

者
た
ち
が
王
明
道
の
「
反
三
自
の
古
典
」
と
も
い
え
る
文
章
の
タ
イ

ト
ル
「
我
ら
信
仰
の
ゆ
え
に
」
を
用
い
て
政
府
に
対
す
る
請
願
書
を

書
い
た
理
由
が
、そ
れ
ぞ
れ
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

　

都
市
型
新
興
家
庭
教
会
の
代
表
で
あ
る
守
望
教
会
が
三
自
教
会
の

枠
組
み
以
外
で
合
法
的
登
記
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ

は
三
自
教
会
の
正
当
性
を
弱
め
る
こ
と
に
な
り
、
延
い
て
は
こ
れ
ま

で
の
政
府
の
宗
教
政
策
の
失
策
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
政
府
の
権

威
低
下
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
ま
た
守
望
教
会
は
三
自
教
会
に

加
盟
し
な
い
理
由
を
明
確
に
し
た
「
我
々
は
な
ぜ
三
自
愛
国
会
に
加

わ
ら
な
い
か
」
と
い
う
一
文
の
中
で
、
王
明
道
の
「
我
ら
信
仰
の
ゆ

え
に
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、「
種
々
の
損
得
を
見
る
の
で
は
な

く
物
事
の
本
質
を
見
極
め
る
王
明
道
氏
の
姿
勢
が
、
神
の
御
心
に

適
っ
て
い
た
こ
と
は
歴
史
が
証
明
し
て
い
〉
116
〈

る
」
と
評
価
し
て
お
り
、

こ
う
し
た
守
望
教
会
の
正
当
性
を
認
め
る
こ
と
は
王
明
道
の
正
当
性

を
認
め
る
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
。「
王
明
道
と
家
庭
教
会
は
中

国
に
お
け
る
神
の
栄
光
の
証
〉
117
〈

し
」
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

王
明
道
は
守
望
教
会
を
は
じ
め
と
す
る
家
庭
教
会
の
象
徴
的
代
名
詞

と
も
な
っ
て
い
る
の
〉
118
〈

だ
。
つ
ま
り
、
家
庭
教
会
の
合
法
化
が
な
さ
れ

な
い
限
り
、
王
明
道
の
名
誉
回
復
は
な
く
、
ま
た
王
明
道
の
名
誉
回

復
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
家
庭
教
会
の
合
法
化
は
な
い
と
言
え
よ

う
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
王
明
道
の
名
誉
回
復
が
な
さ
れ
る
時
は
、

す
な
わ
ち
家
庭
教
会
の
合
法
化
が
認
め
ら
れ
る
時
な
の
だ
。

　

中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
界
を
代
表
す
る
神
学
者
・
王
艾
〉
119
〈
明
は
、
三
自

教
会
と
家
庭
教
会
を
め
ぐ
る
複
雑
な
問
題
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
提

言
を
し
て
い
る
。

　
　

私
が
提
示
す
る
根
本
的
解
決
方
法
は
、
憲
法
を
基
礎
と
し
て
自

治
的
教
会
〔
家
庭
教
会
〕
の
建
設
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し

て
政
教
分
離
と
い
う
憲
法
的
原
則
の
下
で
、
宗
教
局
の
役
割
と

権
限
が
中
国
の
法
的
制
約
と
監
督
を
真
に
受
け
る
よ
う
に
な
る

こ
と
で
す
。
一
九
五
〇
年
初
頭
の
革
命
政
党
に
起
源
を
持
つ
宗

教
政
策
は
世
界
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
大
国
の
政
権
政
党

の
宗
教
政
策
へ
と
転
換
さ
れ
る
べ
き
で
〉
120
〈
す
。

　

こ
う
し
た
家
庭
教
会
の
合
法
化
の
主
張
は
、
神
学
者
の
王
艾
明
の

み
な
ら
ず
政
治
学
者
・
社
会
学
者
の
劉
〉
121
〈

鵬
や
于
建
〉
122
〈

嶸
な
ど
も
提
言
し

て
お
り
、
今
日
で
は
こ
の
主
題
を
議
論
す
る
こ
と
そ
の
も
の
は
以
前

ほ
ど
敏
感
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
提
言
が
実

際
の
宗
教
政
策
に
反
映
さ
れ
る
兆
し
は
な
く
、
昨
今
は
宗
教
事
務
条

例
が
改
訂
さ
れ
、
宗
教
統
制
が
よ
り
一
層
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
傾

向
に
あ
る
。

　

王
艾
明
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
家
庭
教
会
の
合
法
化
は
中
国
政
治

が
憲
法
を
基
礎
と
す
る
憲
政
体
制
を
確
立
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
政
教

分
離
が
実
施
さ
れ
る
の
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
〉
123
〈

い
。
し
た
が
っ
て

王
明
道
の
名
誉
回
復
も
当
面
の
間
は
見
込
め
な
い
が
、
王
明
道
評
価

は
中
国
政
治
、
特
に
宗
教
政
策
の
現
状
を
見
定
め
る
リ
ト
マ
ス
紙
と

し
て
今
後
も
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
〉
124
〈

う
。
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注〈
1
〉 
劉
鵬
『
普
世
社
会
科
学
文
選
二
〇
一
一
年
』（
内
部
資
料
）、
北

京
：
普
世
社
会
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
、
七
五

－

七
六
頁
。

〈
2
〉 

中
国
共
産
党
政
権
下
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
（
天
主
教
）

の
歴
史
に
関
し
て
は
、
本
稿
で
扱
え
る
範
囲
を
越
え
る
た
め
、
別
途

論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
以
下
の
参
考
文
献
を
提
示
す
る
に

と
ど
め
る
。
劉
建
平
『
紅
旗
下
的
十
字
架
│
│
新
中
国
成
立
初
期
中

共
対
基
督
教
、
天
主
教
的
政
策
演
変
及
其
影
響
（
一
九
四
九

－
一
九

五
五
）』
香
港
：
基
督
教
中
国
宗
教
文
化
研
究
社
、
二
〇
一
二
年
。

M
ariani, Paul P., Church M

illitant: Bishop Kung and Catholic 
R

esistance in Com
m

unist Shanghai , C
am

bridge, M
A

: H
arvard 

U
niversity Press, 2011 .

〈
3
〉 

劉
鵬
『
中
国
基
督
教
家
庭
教
会
問
題
研
究
報
告
（
二
）』（
内
部

資
料
）、
北
京
：
普
世
社
会
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
、
一
頁
。

〈
4
〉 

「
三
自
」
と
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
推
奨
さ
れ
て
き
た
欧
米

宣
教
団
体
か
ら
の
自
立
運
動
の
中
で
用
い
ら
れ
た
「
自
治
」（
政
治

的
・
行
政
的
自
立
）、「
自
養
」（
経
済
的
自
立
）、「
自
伝
」（
伝
道
活

動
に
お
け
る
自
立
）
を
指
す
。「
中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員

会
」
は
各
教
会
の
連
盟
的
教
会
群
の
総
称
で
あ
る
。
八
〇
年
に
「
中

国
基
督
教
協
会
」
が
新
た
に
設
立
さ
れ
る
と
、
同
委
員
会
と
同
協
会

は
合
わ
せ
て
「
両
会
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
組

織
は
あ
く
ま
で
「
委
員
会
」（com

m
ittee

）
ま
た
「
協
会
」（council

）

で
あ
り
、
一
つ
の
教
派
的
な
「
教
会
」（the church

）
で
は
な
い
が
、

五
〇
年
代
以
降
に
同
委
員
会
に
所
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
教
会
群
、

ま
た
八
〇
年
代
以
降
の
両
会
に
所
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
教
会
群
を

指
し
て
「
三
自
教
会
」
あ
る
い
は
「
三
自
愛
国
教
会
」
と
い
う
通
称

が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
る
。「
教
会
」
で
は
な
い
こ
と
を
明
確

に
す
る
意
味
で
、「
三
自
会
」「
三
自
愛
国
会
」
と
い
う
呼
称
が
使
用

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、「
三
自
教
会
」
と
い

う
呼
称
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

〈
5
〉 

国
家
宗
教
事
務
局
「
中
国
宗
教
概
況
」http://www.sara.gov.

cn/old/zwgk/17839 .htm

（
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
八
日
閲
覧
）。

二
三
〇
五
万
人
と
い
う
数
字
は
中
国
社
会
科
学
院
が
二
〇
一
〇
年
に

発
表
し
た
調
査
結
果
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
そ
の
内
訳
は
受
洗
者

（
洗
礼
を
受
け
て
い
る
者
）
が
約
一
六
〇
〇
万
人
、
未
受
洗
だ
が

自
分
は
信
仰
を
持
っ
て
い
る
と
自
認
し
て
い
る
人
が
約
七
〇
〇
万
人

と
な
っ
て
い
る
た
め
、
正
確
な
数
字
と
は
言
え
な
い
。
三
自
教
会

が
最
近
公
表
し
た
二
〇
一
二
年
の
統
計
人
数
は
受
洗
者
だ
け
で
二
五

〇
〇
万
人
以
上
と
さ
れ
て
お
り
、
中
国
社
会
科
学
院
の
数
字
と
は 

大
き
く
か
け
離
れ
て
い
るhttp://news.ifeng.com

/a/20160527 / 
48863101 _0 .shtm

l

（
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
八
日
閲
覧
）。

〈
6
〉 

「
家
庭
教
会
」
は
三
自
教
会
に
所
属
し
な
い
教
会
群
の
総
称
で

あ
り
、
一
つ
の
教
派
的
な
「
教
会
」（the church

）
を
指
す
わ
け
で

は
な
い
。
こ
れ
は
教
会
堂
で
は
な
く
家
庭
で
集
会
を
守
っ
て
い
た
こ

と
に
由
来
す
る
呼
称
で
あ
る
。
今
日
で
は
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
な
ど
で
集

会
を
す
る
教
会
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
歴
史
的
な
経
緯
か

ら
、
非
三
自
教
会
を
指
し
て
通
称
「
家
庭
教
会
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
一

般
的
と
な
っ
て
い
る
。

 

　

三
自
教
会
や
家
庭
教
会
の
概
説
は
以
下
の
拙
稿
を
参
照
。「
中
華
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人
民
共
和
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
│
│
一
九
四
九
年
か
ら
現
在
ま

で
」
石
川
照
子
・
桐
藤
薫
・
倉
田
明
子
・
渡
辺
祐
子
・
松
谷
曄
介

『
は
じ
め
て
の
中
国
キ
リ
ス
ト
教
史
』
か
ん
よ
う
出
版
社
、
二
〇
一

六
年
、
一
九
一

－

二
一
七
頁
。「「
三
自
教
会
」
と
は
何
か
」『
福
音

と
世
界
』
二
〇
一
四
年
一
〇
月
号
、
新
教
出
版
社
、
四

－

五
頁
。

「「
家
庭
教
会
」
と
は
何
か
」『
福
音
と
世
界
』
二
〇
一
四
年
一
二
月

号
、
新
教
出
版
社
、
四

－

五
頁
。

〈
7
〉 Pew R

esearch C
enter’ s Forum

 on R
eligion &

 Public Life 
G

lobal 
C

hristianity, 
D

ecem
ber 

2011 , 
www.pewforum

.org/
files/2011/12 /C

hristianityA
ppendixC

.pdf

（
二
〇
一
七
年
一
一
月

三
〇
日
閲
覧
）。

〈
8
〉 

こ
う
し
た
都
市
型
新
興
家
庭
教
会
に
関
し
て
は
以
下
の
研
究
を

参
照
。
鄞
穎
翹
『
北
京
新
興
家
庭
教
会
研
究
』
香
港
：
建
道
神
学

院
、
二
〇
一
三
年
。
劉
同
蘇
・
王
怡
『
観
察
中
国
城
市
家
庭
教
会
』

台
北
：
基
文
社
、
二
〇
一
二
年
。

〈
9
〉 

守
望
教
会
が
三
自
教
会
へ
の
加
盟
を
拒
否
す
る
理
由
は
孫
毅

「
我
們
為
何
不
加
入
“
三
自
”
愛
国
会
」（『
杏
花
』
二
〇
一
〇
年
第

三
期
、
八
九

－

九
五
頁
）
を
参
照
。

〈
10
〉 

三
自
教
会
へ
の
登
記
で
も
な
く
、
ま
た
従
来
の
非
合
法
の
ま
ま

の
家
庭
教
会
に
と
ど
ま
る
の
で
も
な
く
、
家
庭
教
会
と
し
て
別
個
に

登
記
申
請
を
す
る
路
線
は
「
第
三
の
道
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

〈
11
〉 

守
望
教
会
事
件
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
六
年
度
ア
ジ
ア
政
経
学

会
秋
季
大
会
の
自
由
応
募
分
科
会
5
「
キ
リ
ス
ト
教
と
中
国
政
治
」

に
お
い
て
、
筆
者
が
「
北
京
守
望
教
会
の
神
学
思
想
│
│
特
に
教
会

論
を
中
心
に
」
と
題
し
て
報
告
。
論
文
は
未
脱
稿
。

〈
12
〉 

謝
模
善
ほ
か
「
我
們
是
為
了
信
仰
│
│
為
政
教
衝
突
致
全
国
人

大
的
公
民
請
願
書
」
余
杰
・
王
志
勇
編
『
公
民
抗
命
與
家
庭
教
会
』

台
北
：
基
文
社
、
二
〇
一
五
年
、
一
八
二

－

一
八
五
頁
。

〈
13
〉 

頼
恩
融
（Lyall, Leslie

）『
中
国
教
会
三
巨
人
』
張
林
満
鎂
ほ

か
訳
、
台
北
：
橄
欖
文
化
事
業
基
金
会
出
版
部
、
一
九
八
四
年
。

〈
14
〉 

邢
福
増
編
著
『
王
明
道
的
最
後
自
白
』
香
港
：
基
道
出
版
社
、

二
〇
一
三
年
、
ⅶ

－

ⅷ
頁
。

〈
15
〉 

「
中
華
基
督
教
団
」
に
つ
い
て
の
概
要
は
拙
論
「
矢
内
原
忠
雄

と
中
国
│
│
「
国
家
の
理
想
」
か
ら
王
明
道
訪
問
へ
」（『
社
会
シ
ス

テ
ム
研
究
』
第
二
五
号
、
立
命
館
大
学
、
二
〇
一
二
年
）
及
び
拙
論

「
福
音
は
日
本
と
中
国
の
は
ざ
間
の
波
濤
を
超
え
ら
れ
る
か
？
│
│

日
中
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
回
顧
と
展
望
」（『
神
学
』
七
七
号
、
東
京

神
学
大
学
、
二
〇
一
五
年
、
一
四
八

－

一
七
七
頁
）
を
参
照
。

〈
16
〉 

王
明
道
の
中
華
基
督
教
団
加
盟
へ
の
抵
抗
に
つ
い
て
は
、
王
明

道
『
五
十
年
来
』（
台
湾
新
北
：
橄
欖
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
一
五

九

－

二
〇
〇
頁
、
第
五
章
「
作
全
群
的
監
督
」）、
邢
福
増
「
王
明
道

與
華
北
中
華
基
督
教
団
│
│
淪
陥
区
教
会
人
士
扺
抗
與
合
作
的
個
案

研
究
」、
同
著
『
衝
突
與
融
合
│
│
近
代
中
国
基
督
教
史
研
究
論

集
』（
台
北
：
宇
宙
光
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
〇
三

－

一
七
四

頁
）
を
参
照
。

〈
17
〉 

王
明
道
に
関
す
る
中
国
語
圏
に
お
け
る
代
表
的
な
研
究
は
、
呉

利
明
『
基
督
教
與
中
国
社
会
変
遷
』（
香
港
：
基
督
教
文
藝
出
版

社
、
一
九
八
一
年
、
一
五
八

－

一
六
三
頁
）、
邢
福
増
、
前
掲
「
王

明
道
與
華
北
中
華
基
督
教
団
│
│
淪
陥
区
教
会
人
士
扺
抗
與
合
作
的

個
案
研
究
」、
邢
福
増
編
著
、
前
掲
『
王
明
道
的
最
後
自
白
』
な
ど
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が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
王
明
道
は
中
国
大
陸
で
は
未
だ
に
名
誉
回

復
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
政
治
的
に
タ
ブ
ー
な
存
在
で
あ
る
た
め
、
中

国
大
陸
の
研
究
者
の
王
明
道
に
関
す
る
論
文
・
著
作
は
中
国
大
陸
で

は
公
に
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
日
本
で
は

王
明
道
の
代
表
作
『
五
十
年
来
』
と
い
く
つ
か
の
論
稿
を
編
集
し
た

『
生
命
の
冠
│
│
中
国
キ
リ
ス
ト
教
界
指
導
者
の
闘
い
』（
暁
書
房
、

一
九
八
七
年
）
が
あ
る
が
、
中
国
語
原
文
か
ら
の
翻
訳
で
は
な
く
、

英
訳
か
ら
の
和
訳
だ
っ
た
た
め
、
不
正
確
な
箇
所
が
多
く
み
ら
れ

る
。

〈
18
〉 

倪
柝
聲
（N

i Tuo-sheng, 1903 ‒1972

）：
中
国
の
土
着
教
派

「
基
督
徒
聚
会
処
」
の
創
始
者
。
同
教
派
は
「
小
群
」「
地
方
教
会
」

と
も
呼
ば
れ
る
。
五
二
年
に
逮
捕
、
五
六
年
に
「
倪
柝
聲
反
革
命
集

団
」
と
し
て
弾
劾
さ
れ
、
七
二
年
に
獄
中
で
死
去
。

〈
19
〉 

龔
品
梅
（G

ong Pin-m
ei, 1901 ‒2000

）：
中
国
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
の
上
海
司
教
区
の
司
教
、
枢
機
卿
。
五
五
年
に
、「
龔
品
梅
反

革
命
集
団
」
と
し
て
弾
劾
さ
れ
逮
捕
、
六
〇
年
に
反
革
命
罪
で
無
期

懲
役
。
八
八
年
に
釈
放
、
渡
米
、
二
〇
〇
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
で
死
去
。

〈
20
〉 

周
恩
来
「
発
揮
人
民
民
主
統
一
戦
線
積
極
作
用
的
幾
個
問
題
」

中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
建
国
以
来
重
要
文
献
選
編
』
第
一
冊
、

北
京
：
中
央
文
献
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
一
八
六
頁
。

〈
21
〉 

「
中
共
中
央
関
於
天
主
教
、
基
督
教
問
題
的
支
持
」
前
掲
『
建

国
以
来
重
要
文
献
選
編
』
第
一
冊
、
四
〇
八

－

四
一
一
頁
。

〈
22
〉 

呉
耀
宗
（W

u Yao-zong, 1893 ‒1979

）：
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ニ
オ

ン
神
学
校
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
留
学
、
帰
国
後
は
上
海
の
Ｙ
Ｍ
Ｃ

Ａ
で
働
く
。
中
華
人
民
共
和
国
建
国
後
、
中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運

動
委
員
会
の
主
席
。
呉
耀
宗
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
梁
家
麟
『
呉
耀

宗
三
論
』（
香
港
：
建
道
神
学
院
、
一
九
九
六
年
）、
邢
福
増
編
『
大

時
代
的
宗
教
信
仰
│
│
呉
耀
宗
與
二
十
世
紀
中
国
基
督
教
』（
香

港
：
基
督
教
中
国
宗
教
文
化
研
究
社
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

〈
23
〉 

周
恩
来
「
関
於
基
督
教
問
題
的
四
次
談
話
」
前
掲
『
建
国
以
来

重
要
文
献
選
編
』
第
一
冊
、
二
二
〇

－

二
二
七
頁
。

〈
24
〉 

「
革
新
宣
言
」
の
正
式
名
称
は
「
新
中
国
建
設
に
お
け
る
中
国

キ
リ
ス
ト
教
の
努
力
す
べ
き
道
」。
同
宣
言
成
立
過
程
の
詳
細
は
邢

福
増
『
基
督
教
在
中
国
的
失
敗
？
│
│
中
国
共
産
運
動
與
基
督
教
史

論
』
増
訂
版
（
香
港
：
道
風
書
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
一

－

七
六

頁
）
を
参
照
。
同
宣
言
の
日
本
語
訳
は
富
坂
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー

編
『
原
典
現
代
中
国
キ
リ
ス
ト
教
資
料
集
│
│
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教

会
と
中
国
政
府
の
重
要
文
献 

一
九
五
〇

－

二
〇
〇
〇
』（
新
教
出
版

社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
八

－

一
三
九
頁
）
を
参
照
。

〈
25
〉 

「
中
央
人
民
政
府
政
務
院
関
於
処
理
接
受
美
国
津
貼
的
文
教
育

救
済
機
関
及
宗
教
団
体
的
方
針
的
決
定
」
前
掲
『
建
国
以
来
重
要
文

献
選
編
』
第
一
冊
、
五
一
〇
頁
。

〈
26
〉 

「
中
共
中
央
関
於
積
極
推
進
宗
教
革
新
運
動
的
支
持
」
一
九
五

一
年
三
月
五
日
、
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
建
国
以
来
重
要
文
献

選
編
』
第
二
冊
、
北
京
：
中
央
文
献
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
九
四

－

九
八
頁
。

〈
27
〉 
「
統
一
領
導
全
国
基
督
徒
愛
国
運
動　

中
国
基
督
教
抗
美
援
朝

三
自
革
新
運
動
委
員
会
準
備
委
員
会
成
立
」『
天
風
』
総
二
六
二

－

二
六
三
号
、
一
九
五
一
年
五
月
八
日
、
三
〇
頁
。

〈
28
〉 

「
中
国
基
督
教
各
教
会
各
団
体
代
表
連
合
宣
言
」『
天
風
』
総
二
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六
二

－

二
六
三
号
、
一
九
五
一
年
五
月
八
日
、
二

－

三
頁
。

〈
29
〉 

劉
建
平
『
紅
旗
下
的
十
字
架
│
│
新
中
国
成
立
初
期
中
共
対
基

督
教
、
天
主
教
的
政
策
演
変
及
其
影
響
（
一
九
四
九

－

一
九
五
五
）』

香
港
：
基
督
教
中
国
宗
教
文
化
研
究
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
二
〇

頁
。

〈
30
〉 

「
中
国
基
督
教
全
国
会
議
勝
利
閉
幕
」『
天
風
』
総
四
二
五

－

四

二
七
号
、
一
九
五
四
年
九
月
三
日
、
一
頁
。

〈
31
〉 

呉
耀
宗
「
中
国
基
督
教
三
自
革
新
運
動
四
年
来
的
工
作
報
告
」、

同
右
、
三

－

一
〇
頁
。

〈
32
〉 

「
中
国
基
督
教
全
国
会
議
告
全
国
同
道
書
」、
同
右
、
四
一
頁
。

〈
33
〉 

王
明
道
日
記
：
一
九
五
〇
年
九
月
二
三
日
、
霊
石
出
版
社
編

『
王
明
道
日
記
選
輯
』
香
港
：
霊
石
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
三
四

三
頁
。

〈
34
〉 

王
明
道
日
記
：
一
九
五
〇
年
一
〇
月
二
二
日
、
同
右
、
三
四
四

頁
。

〈
35
〉 

王
長
新
『
又
四
十
年
』
ト
ロ
ン
ト
：
加
拿
大
福
音
出
版
社
、
二

〇
一
〇
年
、
二
八
頁
。
同
著
は
王
明
道
と
親
し
か
っ
た
著
者
が
、
九

〇
年
代
に
実
施
し
た
口
述
記
録
を
整
理
し
書
籍
化
し
た
も
の
。

〈
36
〉 

王
明
道
日
記
：
一
九
五
〇
年
一
二
月
一
七
日
、
霊
石
出
版
社

編
、
前
掲
書
、
二
四
七
頁
。

〈
37
〉 

王
長
新
、
前
掲
書
、
一
二

－

一
五
頁
。

〈
38
〉 

王
明
道
は
既
に
一
九
三
五
年
の
「
現
代
基
督
教
青
年
会
的
罪

悪
」（『
霊
食
季
刊
』
第
三
四
冊
、
三
八

－

五
五
頁
）
と
題
す
る
一
文

の
中
で
現
代
派
を
激
し
く
批
判
し
て
い
た
。

〈
39
〉 

中
国
に
お
け
る
基
要
派
に
関
す
る
研
究
は
姚
西
伊
『
為
真
道
争

辯
│
│
在
華
新
教
伝
教
士
基
要
主
義
運
動
』（
香
港
：
宣
道
出
版

社
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

〈
40
〉 

王
明
道
「
我
們
是
為
了
信
仰
」
王
明
道
編
著
『
霊
食
季
刊
』
第

一
一
四
冊
、
北
京
：
霊
食
季
刊
社
、
一
九
五
五
年
、
五
三
頁
。

〈
41
〉 

王
明
道
日
記
：
一
九
五
一
年
五
月
二
九
日
、
霊
石
出
版
社
編
、

前
掲
書
、
三
六
〇
頁
。

〈
42
〉 

王
明
道
は
主
に
三
自
教
会
の
主
席
と
な
っ
た
呉
耀
宗
や
中
心
的

人
物
だ
っ
た
指
導
者
た
ち
を
指
し
て
「
現
代
派
」
と
よ
び
激
し
く
批

判
し
て
い
た
が
、
三
自
教
会
に
加
わ
っ
た
指
導
者
た
ち
の
す
べ
て
が

現
代
派
に
括
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
一
般
的
に
は
基
要
派
（
福
音
派
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
）
の
立
場
と
考
え
ら
れ
て
い
る
賈
玉
銘
、
楊
紹
唐
、
陳
崇
桂
と

い
っ
た
教
会
指
導
者
た
ち
も
三
自
教
会
に
加
わ
っ
て
い
る
。

〈
43
〉 

劉
建
平
、
前
掲
書
、
二
五
五

－

二
五
七
頁
。

〈
44
〉 

王
明
道
「
真
理
呢
？
毒
素
呢
？
」
王
明
道
編
著
『
霊
食
季
刊
』

第
一
一
二
冊
、
北
京
：
霊
食
季
刊
社
、
一
九
五
四
年
、
二
五

－

二
六

頁
。

〈
45
〉 

同
右
、
三
四

－

三
五
頁
。

〈
46
〉 

王
長
新
、
前
掲
書
、
七
六

－

七
七
頁
。

〈
47
〉 

秦
牧
「「
你
們
和
不
信
的
原
不
相
配
、
不
要
同
負
一
軛
」
的
正

意
與
曲
解
」『
天
風
』
総
四
五
三
号
、
一
九
五
五
年
二
月
二
八
日
、

一
〇
頁
。

〈
48
〉 
丁
光
訓
（D

ing G
uan-xun, 1915 ‒2012

）：
上
海
の
セ
ン
ト
・

ジ
ョ
ー
ン
ズ
大
学
卒
業
後
、
中
華
聖
公
会
の
執
事
（D

eacon

）、
上

海
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
学
生
部
幹
事
を
歴
任
。
カ
ナ
ダ
Ｓ
Ｃ
Ｍ
（Student 
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C
hristian M

ovem
ent

）
幹
事
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
お

よ
び
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
留
学
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
Ｗ
Ｓ
Ｃ
Ｆ

（W
orld Student C

hristian Federation

、
世
界
学
生
キ
リ
ス
ト
教

連
盟
）
幹
事
職
を
経
て
、
一
九
五
一
年
に
帰
国
。
そ
の
後
、
金
陵
協

和
神
学
院
院
長
、
中
華
聖
公
会
主
教
を
歴
任
。
八
〇
年
代
以
降
、
中

国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会
と
中
国
基
督
教
協
会
の
主
席
・
会

長
職
を
長
年
に
わ
た
り
兼
任
。
丁
光
訓
に
つ
い
て
の
研
究
は
、

W
ickeri, Philip L., R

econstructing Christianity in China: K
. H

. 
Ting and the Chinese Church  (N

ew York: O
rbis Books, 2007 )

を

参
照
。

〈
49
〉 

崔
憲
祥
（C

ui X
ian-xiang, 1895 ‒1980

）：
中
華
基
督
教
全
国

総
会
総
幹
事
、
中
華
全
国
基
督
教
協
進
会
副
会
長
を
歴
任
。
中
華
人

民
共
和
国
建
国
後
、「
革
新
宣
言
」
の
最
初
の
署
名
者
四
〇
名
の
一

人
と
な
り
、
中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会
副
主
席
に
就
任
。

〈
50
〉 

汪
維
藩
（W

ang W
ei-fan, 1927 ‒2015

）：
一
九
五
五
年
に
金

陵
協
和
神
学
院
を
卒
業
。
反
右
派
闘
争
期
に
は
右
派
と
し
て
批
判
さ

れ
、
文
化
大
革
命
期
は
八
年
間
の
強
制
労
働
。
文
化
大
革
命
後
、
南

京
大
学
宗
教
研
究
所
所
員
、
金
陵
協
和
神
学
院
教
務
長
な
ど
を
歴
任
。

〈
51
〉 

「
丁
光
訓
常
委
発
言
摘
要
」『
天
風
』
総
四
五
七
号
、
一
九
五
五

年
三
月
二
八
日
、
六

－

七
頁
。
崔
憲
祥
「
一
定
要
鞏
固
和
拡
大
我
們

的
団
結
」『
天
風
』
総
四
六
四
号
、
一
九
五
五
年
五
月
一
六
日
、
二

－
四
頁
。
汪
維
藩
「
我
們
雖
多
、
仍
是
一
個
身
体
」『
天
風
』
総
四

六
五
号
、
一
九
五
五
年
五
月
二
三
日
、
五
頁
。

〈
52
〉 

邢
福
増
「
革
命
時
代
的
反
革
命
│
│
基
督
教
「
王
明
道
反
革
命

集
団
」
案
始
末
考
」『
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
集
刊
』
第
六
七

期
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
台
北
：
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
二

〇
一
〇
年
、
一
二
八
頁
。

〈
53
〉 

王
明
道
「
我
們
是
為
了
信
仰
」、
前
掲
書
、
五
三
頁
。

〈
54
〉 

王
明
道
日
記
：
一
九
五
五
年
六
月
一
六
日
か
ら
七
月
一
六
日
、

霊
石
出
版
社
編
、
前
掲
書
、
五
〇
九

－

五
一
三
頁
。

〈
55
〉 

呉
耀
宗
、
前
掲
「
中
国
基
督
教
三
自
革
新
運
動
四
年
来
的
工
作

報
告
」。

〈
56
〉 

王
長
新
、
前
掲
書
、
四
二

－

四
四
頁
。

〈
57
〉 

国
務
院
宗
教
事
務
局
資
料
組
編
「
王
明
道
及
其
「
基
督
徒
会

堂
」
活
動
状
況
資
料
」
一
九
五
五
年
一
月
、
四
川
省
檔
案
館
蔵
、

50 ‒391 ‒364

（
邢
福
増
、
前
掲
「
革
命
時
代
的
反
革
命
」
一
二
四
頁

よ
り
引
用
）。

〈
58
〉 

「
一
九
五
四
年
基
督
教
工
作
総
結
及
一
九
五
五
年
基
督
教
工
作

的
方
針
任
務
報
告
」
四
川
省
檔
案
館
蔵
、50 ‒24 ‒71

（
劉
建
平
、
前

掲
書
、
二
七
九
頁
、
邢
福
増
、
前
掲
「
革
命
時
代
的
反
革
命
」
一
二

四
頁
よ
り
引
用
）。

〈
59
〉 

劉
建
平
、
前
掲
書
、
二
八
〇

－

二
八
一
頁
。

〈
60
〉 

「
習
仲
勲
同
志
於
全
国
宗
教
工
作
会
議
的
総
結
」（
筆
記
整
理
）、

四
川
省
檔
案
館
蔵
、50 ‒24 ‒71

（
邢
福
増
、
前
掲
「
革
命
時
代
的
反

革
命
」
一
二
五
頁
よ
り
引
用
）。

〈
61
〉 

「
加
強
団
結
、
明
辨
是
非
」（
社
論
）『
天
風
』
総
四
七
一

－

四

七
二
号
、
一
九
五
五
年
七
月
一
一
日
、
三

－

五
頁
。
こ
の
社
説
の
実

際
の
執
筆
者
は
当
時
、
上
海
宗
教
事
務
処
の
処
長
・
羅
竹
風
と
言
わ

れ
て
い
る
（
邢
福
増
、
前
掲
「
革
命
時
代
的
反
革
命
」
一
三
〇
頁
を

参
照
）。
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〈
62
〉 

崔
憲
祥
「
提
高
警
惕
緊
密
団
結
、
為
粛
清
一
切
反
革
命
分
子
而

努
力
」『
天
風
』
総
四
七
一

－

四
七
二
号
、
一
九
五
五
年
七
月
一
一

日
、
一
二
頁
。
邵
鏡
三
「
提
高
警
惕
、
清
除
一
切
暗
蔵
的
反
革
命
分

子
」『
天
風
』
同
右
、
一
四

－

一
五
頁
。「
提
高
警
惕
、
粛
清
一
切
隠

蔵
在
教
会
内
部
反
革
命
分
子
」（
社
説
）『
天
風
』
総
四
七
五

－

四
七

六
号
、
一
九
五
五
年
八
月
一
日
、
三

－

四
頁
。
葉
保
羅
「
忠
告
王
明

道
先
生
、
不
要
被
帝
国
主
義
利
用
了
」『
天
風
』
同
右
、
一
七

－
一

九
頁
。

〈
63
〉 

王
長
新
、
前
掲
書
、
八
四
頁
。

〈
64
〉 

同
右
、
八
八

－

九
〇
頁
。

〈
65
〉 

『
天
風
』
総
四
七
七

－

四
七
八
号
、
一
九
五
五
年
八
月
一
五

日
、
五

－

二
〇
頁
。

〈
66
〉 

同
右
、
五
頁
。

〈
67
〉 

林
献
羔
（Lin X

ian-gao, 1924 ‒2013
）：
広
州
の
伝
道
者
。
五

五
年
、
五
八
年
に
逮
捕
・
投
獄
、
七
八
年
に
釈
放
。

〈
68
〉 

「
広
州
各
教
会
同
道
掲
露
王
明
道
分
子
林
献
羔
等
反
革
命
罪

行
」『
天
風
』
総
四
八
八

－
四
八
九
号
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
三
一

日
、
三

－

六
頁
。

〈
69
〉 

劉
建
平
、
前
掲
書
、
二
八
七
頁
。
邢
福
増
、
前
掲
「
革
命
時
代

的
反
革
命
」
一
三
三
頁
。

〈
70
〉 

王
明
道
の
逮
捕
か
ら
自
己
批
判
ま
で
の
経
緯
は
、
王
長
新
、
前

掲
書
（
八
八

－

一
三
五
頁
）
を
参
照
。

〈
71
〉 

王
梓
仲
（W

ang Z
i-zhong, 1895 ‒?

）：
公
理
会
（
会
衆
派
教

会
）
牧
師
、
華
北
基
督
教
聯
合
会
総
幹
事
。
中
華
人
民
共
和
国
建
国

後
、「
革
新
宣
言
」
の
最
初
の
署
名
者
四
〇
名
の
一
人
と
な
り
、
中

国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会
常
務
委
員
、
北
京
市
三
自
愛
国
運

動
委
員
会
主
席
を
歴
任
。

〈
72
〉 

王
明
道
「
我
的
検
討
」『
天
風
』
総
五
一
五
号
、
一
九
五
六
年

一
〇
月
一
七
日
、
七

－

九
頁
。

〈
73
〉 

同
右
、
九
頁
。

〈
74
〉 

王
明
道
の
釈
放
後
か
ら
二
回
目
の
逮
捕
ま
で
の
経
緯
は
、
王
長

新
、
前
掲
書
（
一
三
六

－

一
五
八
頁
）
を
参
照
。

〈
75
〉 

「
北
京
市
人
民
検
察
院
分
院
起
訴
書
」、
王
長
新
、
前
掲
書
、
一

五
九

－

一
六
三
頁
。

〈
76
〉 

「
北
京
市
中
級
人
民
法
院
刑
事
判
決
書
」、
同
右
、
一
六
四

－

一

六
七
頁
。

〈
77
〉 

「
北
京
市
高
級
人
民
法
院
刑
事
終
審
判
決
書
」、
同
右
、
一
六
八

－

一
七
一
頁
。

〈
78
〉 

王
長
新
、
前
掲
書
、
二
五
七
頁
。

〈
79
〉 

「
連
合
礼
拝
」
に
つ
い
て
は
、
趙
天
恩
『
当
代
中
国
基
督
教
発

展
史
一
九
四
九

－

一
九
九
七
』
修
訂
版
（
台
北
：
中
福
出
版
、
二
〇

一
〇
年
、
一
三
五

－

一
三
九
頁
）
を
参
照
。

 

　

趙
天
恩
（Z

hao T
ian-en, Jonathan C

hao, 1938 ‒2004

）
は
、
家

庭
教
会
を
中
心
と
す
る
中
国
キ
リ
ス
ト
教
研
究
・
支
援
の
開
拓
的
働

き
を
し
た
牧
師
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
中
国
遼
寧
省
に
生
ま
れ
る

が
、
幼
い
頃
に
両
親
と
共
に
香
港
、
日
本
在
住
を
経
て
ア
メ
リ
カ
に

移
住
。
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
神
学
校
で
神
学
修
士
号
、
ペ
ン
シ
ル

ベ
ニ
ア
大
学
で
哲
学
博
士
号
を
取
得
。
一
九
七
八
年
に
香
港
に
「
中

国
教
会
研
究
セ
ン
タ
ー
」、
八
七
年
に
「
中
国
福
音
会
」
を
設
立
し
、

中
国
大
陸
の
キ
リ
ス
ト
教
の
研
究
・
支
援
活
動
を
行
う
。
前
掲
書
の
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ほ
か
に
、『
洞
燭
先
機
│
│
中
共
宗
教
政
策
及
三
自
会
論
評
』（
台

北
：
中
福
出
版
、
一
九
九
三
年
）、『
霊
火
淬
煉
│
│
中
国
大
陸
教
会

復
興
秘
訣
』（
台
北
：
中
福
出
版
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
多
数
の
著

作
が
あ
る
。
趙
天
恩
の
父
・
趙
中
輝
（Z

hao Z
hong-hui, C

harles 
C

hao, 1916 ‒2010

）
も
牧
師
で
あ
り
、
彼
が
設
立
し
た
「
基
督
教

改
革
宗
翻
訳
社
」
は
多
数
の
神
学
書
・
信
仰
書
の
翻
訳
を
手
掛
け
、

今
日
に
至
る
ま
で
同
社
の
書
物
は
家
庭
教
会
を
中
心
に
広
く
読
ま
れ

て
い
る
。

〈
80
〉 

キ
リ
ス
ト
教
育
機
関
の
統
廃
合
に
関
す
る
研
究
は
、
邢
福
増
、

前
掲
『
基
督
教
在
中
国
的
失
敗
？
』（
一
五
三

－

二
一
六
頁
）
を
参

照
。

〈
81
〉 

趙
天
恩
、
前
掲
書
、
八
三

－

八
五
、一
三
九
、一
七
四

－

一
七
七

頁
。

〈
82
〉 

姚
民
権
「
誠
信
持
守
、
遭
摧
彌
堅
」『
香
港
中
文
大
学
基
督
教

研
究
中
心
・
基
督
教
中
国
宗
教
文
化
研
究
社
通
訊
』
第
二
九

－

三
〇

期
、
香
港
：
同
研
究
中
心
・
同
研
究
社
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
、
一

－

七
頁
。

〈
83
〉 

文
化
大
革
命
期
の
北
京
の
キ
リ
ス
ト
教
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

王
毓
華
編
著
『
北
京
基
督
教
史
（
一
八
六
三

－

一
九
九
三
）』（
北

京
：
北
京
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会
、
二
〇
〇
五
年
、
三
一
六

－

三
四
二
頁
）
を
参
照
。

〈
84
〉 

文
化
大
革
命
期
の
キ
リ
ス
ト
教
の
状
況
に
つ
い
て
は
資
料
が
希

少
な
た
め
、
詳
細
な
研
究
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
概
要
は
趙

天
恩
、
前
掲
書
（
一
八
九

－

二
五
八
頁
）
を
参
照
。

〈
85
〉 

王
長
新
、
前
掲
書
、
一
八
七

－

一
八
八
、一
九
九

－

二
〇
〇
頁
。

〈
86
〉 

同
右
、
一
七
四
頁
。

〈
87
〉 

同
右
、
一
七
八
、
一
八
六
頁
。

〈
88
〉 

同
右
、
二
〇
四
頁
。

〈
88
〉 

同
右
、
一
八
一
、
二
〇
四
頁
。

〈
90
〉 

同
右
、
一
七
三
頁
。

〈
91
〉 

同
右
、
二
五
四

－

二
五
五
頁
。

〈
91
〉 

同
右
、
一
七
五

－

一
七
六
頁
。

〈
93
〉 

「
関
於
我
国
社
会
主
義
時
期
宗
教
問
題
的
基
本
観
点
和
基
本
政

策
」
赤
耐
主
編
『
当
代
中
国
的
宗
教
工
作
』
北
京
：
唐
代
中
国
出
版

社
、
一
九
九
九
年
、
四
一
二

－

四
二
九
頁
。
日
本
語
訳
は
富
坂
キ
リ

ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
編
、
前
掲
書
、
五
六
一

－

五
七
四
頁
。

〈
94
〉 

こ
れ
以
降
、
中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会
と
中
国
基
督

教
協
会
の
二
つ
を
合
わ
せ
て
通
称
「
両
会
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

る
。

〈
95
〉 

趙
天
恩
、
前
掲
書
、
三
七
一
、三
八
七

－

三
八
九
頁
。

〈
96
〉 

汪
維
藩
・
季
鳳
文
「
中
国
基
督
教
四
十
年
」（
一
九
九
〇
年
一

二
月
）、
中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会
編
『
中
国
基
督
教
三

自
愛
国
運
動
文
選 

一
九
五
〇

－

一
九
九
二
』
上
海
：
中
国
基
督
教

三
自
愛
国
運
動
委
員
会
、
一
九
九
三
年
、
三
九
八
頁
。

〈
97
〉 

八
〇
年
代
の
家
庭
教
会
の
拡
大
の
概
要
に
つ
い
て
は
趙
天
恩
、

前
掲
書
、
三
三
〇

－

三
四
二
、
四
二
四

－

四
三
一
頁
を
参
照
。
農
村

地
域
の
教
会
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
は
、
梁
家
麟
『
改
革
開
放
以

来
的
中
国
農
村
教
会
』（
香
港
：
建
道
神
学
院
、
一
九
九
九
年
）
を

参
照
。

〈
98
〉 

袁
相
枕
（Yuan X

iang-zhen, 1914 ‒2005

）：
北
京
の
福
音
堂
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の
伝
道
者
。
五
五
年
に
逮
捕
・
投
獄
、
七
九
年
に
釈
放
。

〈
99
〉 

謝
模
善
（X

ie M
o-shan, 1918 ‒2011

）：
上
海
の
伝
道
者
。
五

六
年
に
逮
捕
・
投
獄
、
七
九
年
に
釈
放
。

〈
100
〉 
こ
れ
ら
の
指
導
者
に
つ
い
て
は
、
遠
志
明
が
編
集
し
た
家
庭
教

会
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
四
部
作
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
十
字
架
│
│
耶
穌
在
中

国
』（
神
州
伝
播
協
会
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。
同
作
品
の
邦
題

は
『
十
字
架
│
│
イ
エ
ス
は
中
国
に
お
ら
れ
る
』（
地
引
網
出
版
、

二
〇
〇
七
年
）。

〈
101
〉 

王
長
新
、
前
掲
書
、
二
一
一

－

二
一
七
頁
。

〈
102
〉 

同
右
、
二
二
一
頁
。

〈
103
〉 W

ickeri, Philip L., ibid ., p. 280 .

〈
104
〉 

王
明
道
の
釈
放
後
の
歩
み
に
つ
い
て
は
王
長
新
、
前
掲
書
（
二

二
一

－

二
四
八
頁
）
を
参
照
。

〈
105
〉 

王
明
道
「
上
江
華
院
長
書
」（
一
）、
邢
福
増
編
著
、
前
掲
書
、

一
一
〇
頁
。

〈
106
〉 

「
中
共
中
央
統
戦
部
張
執
一
副
部
長
在
基
督
教
全
国
会
議
上
的

講
話
（
摘
要
）」『
天
風
』
復
二
号
、
一
九
八
一
年
、
一
九
頁
。

〈
107
〉 

王
天
鐸
「
為
王
明
道
反
革
命
案
請
求
複
査
事
」（
一
九
八
一
、

一
九
八
六
年
）、
邢
福
増
編
著
、
前
掲
『
王
明
道
的
最
後
自
白
』
三

四
九

－

三
五
七
頁
。
こ
れ
ら
の
申
立
書
は
妻
・
劉
景
文
の
反
対
が
あ

り
、
正
式
に
は
提
出
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。
王
明
道
が
九
一
年
、

劉
景
文
が
九
二
年
に
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
後
、
二
〇
〇
〇
年
に

な
っ
て
よ
う
や
く
王
天
鐸
が
弁
護
士
を
通
し
て
同
申
立
書
を
正
式
に

提
出
し
た
が
、
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
王
明
道
の
「
遺

稿
」
は
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
そ

の
後
、
香
港
の
研
究
者
・
邢
福
増
が
王
天
鐸
よ
り
五
百
枚
近
い
遺
稿

資
料
を
預
か
り
、
そ
れ
ら
を
「
晩
年
平
反
〔
名
誉
回
復
〕
遺
稿
」
と

し
て
整
理
・
分
析
し
、
編
著
『
王
明
道
的
最
後
自
白
』
に
所
収
し
て

二
〇
一
三
年
に
出
版
さ
れ
た
。

〈
108
〉 

王
天
鐸
「
為
王
明
道
反
革
命
案
請
求
複
査
事
」（
一
九
八
一
）、

邢
福
増
編
著
、
前
掲
書
、
三
五
〇
頁
。

〈
109
〉 

同
右
。

〈
110
〉 

王
天
鐸
「
為
王
明
道
反
革
命
案
請
求
複
査
事
」（
一
九
八
六
）、

邢
福
増
編
著
、
前
掲
書
、
三
五
六
頁
。

〈
111
〉 

王
明
道
「
上
江
華
院
長
書
」（
二
）、
邢
福
増
編
著
、
前
掲
書
、

一
三
六
頁
。

〈
112
〉 

王
明
道
「
上
江
華
院
長
書
」（
十
三
）、
邢
福
増
編
著
、
前
掲

書
、
二
一
一
頁
。

〈
113
〉 

反
革
命
罪
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
坂
口
一
成
「
中
国
刑
法
に
お

け
る
「
反
革
命
の
罪
」
か
ら
「
国
家
の
安
全
に
危
害
を
加
え
る
罪
」

へ
の
改
正
の
意
味
│
│
「
反
革
命
目
的
」
の
削
除
を
手
が
か
り
に
」

（
関
西
大
学
法
学
研
究
所
編
『
ノ
モ
ス
』
第
一
八
号
、
二
〇
〇
六

年
、
四
九

－

六
一
頁
）
を
参
照
。

〈
114
〉 

「
当
局
公
認
宗
教
組
織
」
と
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場
合
は
中

国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会
と
中
国
基
督
教
協
会
に
登
録
し
て

い
る
三
自
教
会
、
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
は
、
中
国
天
主
教
愛
国

会
と
中
国
天
主
教
主
教
団
に
登
録
し
て
い
る
教
会
を
指
す
。

〈
115
〉 
邢
福
増
編
著
、
前
掲
書
、
四
〇
頁
。

〈
116
〉 
孫
毅
、
前
掲
「
我
們
為
何
不
加
入
“
三
自
”
愛
国
会
」
九
〇

頁
。



145──名誉回復、未だ成らず

〈
117
〉 

「
各
地
教
会
和
牧
者
対
“
至
死
忠
心
│
│
王
明
道
與
中
国
家
庭

教
会
的
興
起
”
研
討
会
的
祝
賀
」www.chinaaid.net/2015 /06 /blog-

post_44 .htm
l

（
二
〇
一
七
年
一
一
月
三
〇
日
閲
覧
）。
二
〇
一
五
年

六
月
二
六
〜
二
七
日
、
対
華
援
助
協
会
と
カ
ナ
ダ
中
国
福
音
会
の
主

催
に
よ
り
カ
ナ
ダ
・
バ
ン
ク
ー
バ
ー
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
。

〈
118
〉 

王
明
道
と
守
望
教
会
の
共
通
性
と
相
違
性
を
「
市
民
的
不
服

従
」（civil disobedience
）
と
い
う
概
念
で
比
較
分
析
し
た
研
究
と

し
て
袁
浩
「
中
国
基
督
教
與
與
不
服
従
的
伝
統
│
│
以
王
明
道
、
唐

河
教
会
與
守
望
教
会
為
例
」（『
道
風
：
基
督
教
文
化
評
論
』
第
四
四

期
、
香
港
：
道
風
書
社
、
二
〇
一
六
年
、
八
七

－
一
二
二
頁
）
が
あ

る
。
袁
浩
は
両
者
の
異
な
る
時
代
的
・
社
会
的
背
景
を
踏
ま
え
つ

つ
、
⑴
前
者
が
個
人
的
不
服
従
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は
教

会
と
し
て
の
組
織
的
不
服
従
で
あ
っ
た
こ
と
、
⑵
前
者
の
不
服
従
の

対
象
が
現
代
派
と
そ
の
運
動
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は
国
家

権
力
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
、
市
民
社
会
の
形
成
を
視
野
に
入
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
⑶
前
者
の
抵
抗
は
信
仰
的
混
淆
主
義
を
拒
絶

す
る
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
神
学
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
の

に
対
し
て
、
後
者
は
市
民
の
役
割
や
権
利
意
識
を
踏
ま
え
た
カ
ル

ヴ
ァ
ン
主
義
神
学
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

〈
119
〉 

王
艾
明
（W

ang A
i-m

ing, 1963 ‒

）：
南
京
師
範
大
学
、
南
京

大
学
を
経
て
、
ス
イ
ス
の
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
大
学
で
神
学
修
士
号
、

バ
ー
ゼ
ル
大
学
で
神
学
博
士
号
を
取
得
。
金
陵
協
和
神
学
院
副
院

長
、『
金
陵
神
学
誌
』
編
集
長
、
中
国
宗
教
学
会
理
事
を
歴
任
。
現

代
中
国
キ
リ
ス
ト
教
を
代
表
す
る
神
学
者
。
現
在
、
ト
ロ
ン
ト
在

住
。

〈
120
〉 

王
艾
明
「
教
会
の
自
治
│
│
中
国
の
発
展
・
安
定
・
調
和
の
た

め
の
道
筋
」、
同
著
、
拙
編
訳
『
王
道
│
│
二
一
世
紀
中
国
の
教
会

と
市
民
社
会
の
た
め
の
神
学
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
八
一

頁
。

〈
121
〉 

劉
鵬
（Liu Peng, 1951 ‒

）：
中
国
社
会
科
学
院
ア
メ
リ
カ
研

究
所
研
究
員
、
北
京
普
世
社
会
科
学
研
究
所
所
長
。
ア
メ
リ
カ
宗

教
、
政
教
関
係
、
宗
教
と
法
律
問
題
を
専
門
と
す
る
。
所
長
を
務
め

る
普
世
社
会
科
学
研
究
所
よ
り
『
中
国
基
督
教
家
庭
教
会
問
題
研

究
』（
二
〇
〇
九
年
）、『
中
国
基
督
教
家
庭
教
会
問
題
研
究
報
告

（
二
）』（
二
〇
一
五
年
）
を
編
集
・
出
版
し
て
い
る
。

〈
122
〉 

于
建
嶸
（Yu Jian-rong, 1962 ‒

）：
中
国
社
会
科
学
院
農
村
発

展
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、
教
授
、
社
会
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
主
任
。
農

村
問
題
を
中
心
と
す
る
社
会
問
題
を
専
門
と
す
る
。
家
庭
教
会
問
題

に
関
し
て
「
中
国
基
督
教
家
庭
教
会
向
何
処
去
？
」（『
領
導
者
』
二

〇
〇
八
年
八
月
号
）、「
中
国
基
督
教
家
庭
教
会
合
法
化
研
究
」（『
戦

略
與
管
理
』
二
〇
一
〇
年
第
三
、
四
期
）、「
為
基
督
教
家
庭
教
会
脱

敏
」（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
一
日
、
北
京
大
学
で
の
講
演
、
香
港

中
文
大
学
・
中
国
研
究
服
務
中
心
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トhttp://paper.usc.

cuhk.edu.hk/D
etails.aspx?id =6918

、
二
〇
一
七
年
一
一
月
三
〇
日

閲
覧
）
な
ど
の
論
稿
が
あ
る
。

〈
123
〉 

王
艾
明
の
最
近
の
論
稿
は
『
体
制
教
会
與
自
由
教
会
』（
香

港
：
香
港
中
文
大
学
崇
基
学
院
・
宗
教
與
中
国
社
会
研
究
中
心
、
二

〇
一
七
年
）
を
参
照
。

〈
124
〉 

本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
三
自
教
会
の
詳
細
な
歴
史
・
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構
造
・
神
学
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
現

在
の
三
自
教
会
は
王
明
道
が
当
時
批
判
し
て
い
た
よ
う
な
「
現
代

派
」
と
い
う
言
葉
で
一
括
り
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
「
三

自
教
会
」
と
「
家
庭
教
会
」
を
単
純
な
二
項
対
立
的
な
敵
対
関
係
と

見
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
現
代
中
国
の
キ

リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
、
王
艾
明
著
、
拙
編
訳
、
前
掲
『
王
道
│
│

二
一
世
紀
中
国
の
教
会
と
市
民
社
会
の
た
め
の
神
学
』、
拙
稿
、
前

掲
「
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
│
│
一
九
四
九
年
か

ら
現
在
ま
で
」、
拙
稿
、
前
掲
「
福
音
は
日
本
と
中
国
の
は
ざ
間
の

波
濤
を
超
え
ら
れ
る
か
？
│
│
日
中
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
回
顧
と
展

望
」
を
参
照
。


